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開会

議題

ライフイノベーション戦略協議会 (第6回 )

議事次第

平成 24年 9月 26日 (水)

13 : 0 0～ 15: 3 0

中 央 合 同 庁 舎 第 4号 館

共 用 1208特 別 会 議 室

(1)前 回議事録の確認

(2)平 成 25年度アクションプラン対象施策の特定結果の報告

(3)イ ノベーションの成果の実用化について

「ライフイノベーション阻害要因について」 桃井委員

「再生医療 ・細胞治療におけるイノベーションの成果の実用化」吉岡委員

「イノベーションの成果の実用化について」原澤委員

「イノベーションの成果を実用化につなげるための課題」 成 戸委員

(4)シ ステム改革等イノベーション実現に必要な施策のあり方について

「先端医療開発特区 (スーパー特区)に おける薬事上の課題抽出及び対応

方策の検討を行う調査研究 (平成 23年度 研 究報告書)」

国立医薬品食品衛生研究所 川 崎部長

「第4期科学技術基本計画 (システム改革抜粋)J

(5)そ の他
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(ライフイノベーション抜粋)               ｀

資料 3-1   桃 井委員の意見書 (再掲)

資料 3-2   吉 岡委員の意見書 (再掲)

資料 3-3   原 澤委員の意見書 (再掲)

資料 3-4   成 戸委員の意見書 (再掲)

資料 4-1   先 端医療開発特区 (スーパー特区)に おける薬事上の課題抽出及び

対応方策の検討を行 う調査研究 (平成 23年 度 研 究報告書)

資料 4-2   先 端医療開発特区 (スーパー特区)に おける薬事上の課題抽出及び
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資料 1

総合科学技術会議

第 5回

ライフイノベーション戦略協議会

平成 24年 8月 30日

内閣府 政策統括官 (科学技術政策担当)付

ライフイノベーショングループ

workhe10
四角形

workhe10
四角形

workhe10
四角形



午後 1時 00分  開 会

○北窓参事官 そ れでは定刻となりましたので、ただいまから第 5回 ライフイノベーション戦

略協議会を開催させていただきます。大変お忙 しい中ご出席いただきましてまことにありがと

うございます。事務局を務めさせていただきます内閣府参事官の北窓でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

それでは、まず本 日の協議会の配布資料の確認をさせていただきます。お手元の資料、上か

ら2枚 目に本 日の配布資料の一覧がございます。資料 1-1か ら参考資料までを資料としてセ

ットしています。なお、別途机上配布資料を準備させていただいていますが、これにつきまし

ては後ほど中野審議官から説明をさせていただきます。資料の過不足等ございましたら、お知

らせお願いいたします。よろしいでしょうか。

それでは、本日は大久保委員、原澤委員、小原委員、柳田委員、成宮委員、埴岡委員、菊地

委員よりご欠席の連絡を受けております。本日は14名に参加いただいており、過半数のご出席

をいただいておりますので、協議会開催の定足数を満たしていることをご報告いたします。

それでは、以降の進行を福井座長にお願いいたします。

○福井座長 そ れでは、最初に前回の戦略協議会の議事録の確認をお願いしたいと思います。

お手元の資料 1-1で ございますが、この件につきましては各委員、各省庁のそれぞれのご発

言の部分について既にご確認いただいているということですので、特にここで何かご発言がな

ければ全体としてご承認いただいたということで進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、そのようにさせていただきたいと思います。

また、議事録をもとに、委員の先生方のご意見を概要として資料 1-2の 表に整理いたしま

した。ご確認いただければと思います。

それでは、本日の議題の2に入 りたいと思います。本 日は医療、健康等に関する情報の利活

用についてのご説明と、委員の先生方のご検討をお願いしたいと思います。前回の第4回 ライ

フイノベーション戦略協議会からは、社会システムの変革 。実用化に向けた降路、基礎研究等

について議論してまいりました。前回は 「イノベーションの成果の実用化について」をテーマ

として議論をお願いいたしましたが、時間が足 りずに積み残しがございましたので、次回の第

6回 で引き続き議論をしたいと思います。本 日のこの第 5回 の会議では、ご案内のように医

療 ・健康等に関する情報の利活用についての議論とい うことになります。

それでは、事務局から説明をお願いいたします。

○北窓参事官 本 日のテーマ、医療 ・健康等に関する情報の利活用につきましては、第 2回戦
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略協議会において委員の先生方からご提出いただいた意見から、情報に関連する話題提供を設

定いたしました。前回の協議会でご案内いたしましたとおり、 1つ 日はデータベース統合利用

センターの整備、 2つ 目は全ゲノム遺伝子等のビッグデータを取 り扱 うゲノムコホー ト研究で

す。データベース統合利用センターの整備につきましては、先月、 JSTバ イオサイエンスデ

ータベースセンターで取りまとめられた報告書、ライフサイエンス分野の統合データベースの

第 2段 階のあり方についてを、本 日ご出席いただいています高木副センター長よりご説明いた

だきます。

また、ゲノムコホー ト研究につきましては、今月、日本学術会議ゲノムコホー ト研究体制検

討分科会で取りまとめられた提言、ヒト生命情報統合研究の拠点構築、国民の健康の礎となる

大規模コホー ト研究を、本 日ご出席いただいております本庶副委員長よりご説明をいただきま

す。また、竹内委員より意見書を、庄田副座長から資料の提供をいただきましたので、それぞ

れご紹介いただくこととしております。

以上でございます。

○福井座長 あ りがとうございました。それでは早速ですけれども、高木副センター長よりご

説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○高木副センター長 今 ご紹介いただきました高木でございます。

それでは、資料 2-1、 パヮーポィントを印刷 したものでございますけれども、それを使い

ましてライフサイエンス分野の統合データベース整備の第二段階のあり方についてご報告申し

上げます。

第二段階のあり方ということがメインでございますけれども、まず最初に統合データベース

とは何なのか、それを整備する意義はどうい うことなのかということを、その背景を簡単にご

説明させていただきます。資料をめくつていただきまして、まず 1枚 日でございます。左上と

右下のページ番号が振られておりますが、 1枚 日でございます。

皆様よくご存 じのように、ヒトゲノムは大体15年ぐらいかけまして、数千億円のお金を費や

して決定されたわけでございますけれども、その後それの計測装置の伸びが非常にパフォーマ

シスが上がりまして、今ですと大体それが 1日 で決めることができると。それから、今どんど

ん価格が下がつておりますけれども、せいぜい数十万円のオーダーぐらいまで下がつてきてい

ると。間もなく1人 のゲノムを全部決めるのは10万円ぐらいのオーダーでできるようになるだ

ろうと言われてお ります。               ・

この計測装置の伸びは、いわゆるコンピューターの性能の伸びを凌駕しておりまして、コン
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ピューターの場合は、ムーアの法則というのはご存じだと思いますけれども、18カ月で大体パ

フォーマンスが倍になるということでございますけれども、これを圧倒的に超えるスピー ドで

性能が上がっているというわけでございます。そういうものを背景にいたしまして、ヒトゲノ

ムに限りません。いろんな生物の、 1万 を超える生物のゲノムプロジェク トが進行していると。

それからもちろん、これは今ゲノムの話をしましたけれども、それ以外のいろんな細胞の画

像でありますとか、生体の画像でありますとか、あるいは動画でありますとか、そういうもの

も急増しているという状況でございまして、ライフサイエンス、まさに情報爆発、データ爆発

が起こっているという状況でございます。

右下のほうに少し量的なことを書いておりますけれども、単位 としまして大体データを今考

えるに、petaのオーダー、loの15乗オーダーのデータ量が出ていると。これはもうすぐこの10

の 3け た上がりまして、10の18乗、exaの単位で数える時代もそ う遠くないだろうというふ う

に言われております。

これに伴いまして、論文数、それからデータベース数も爆発的にふえていると。論文に関し

ましては、年間100万までいきませんけれども、それに近い数が生産されているとい う状況で

ございまして、もちろんデータベースもそれに伴いふえているということで、これらのデータ、

あるいは論文、データベースを使いながら、どうやつて研究を進めていくかということが非常

に重要になってきているというわけでございます。

次めくっていただきまして、2枚 目でございますけれども、じゃこのような傾向がいつごろ

から始まつたのかといいますと、もちろんヒトゲノムプロジェク トが始まったのが1990年ごろ

でございますが、その当時はまだデータの伸びはそれほどでございませんでしたけれども、そ

の後1990年の終わりぐらいから、今申しましたいろんな計淑l装置の伸びがございまして、爆発

的にデータがふえると。ちょうど我が国でも、これは我が国の例でございますけれども、ミレ

ニアムプロジエクトということで、2000年ごろからここにありますような4つ の省を中心にラ

イフ関係のデータが生産され、それがいわゆるデータベースをつくるというプロジェク トが多

数走ったというような状況になっておるわけでございます。これが今から七、八年前に調査さ

れたデータで、少し古いものでございますけれども、歴史的なことをごらんいただくためにこ

の古いデータを持つてまいりました。

ちょっとめくっていただきまして3枚 日でございます。今幾つか申しましたけれども、別の

観点でまとめますと、ライフサイエンスはいわゆるデータを生産する、あるいはそのデータを

みんなが使えるようにするということで、データベースをつくるということを目的とした大型

-3-



プロジェク トが先ほど申しましたミレニアムプロジェク ト以降活発になってまいりました。こ

れを別の言い方をしますと、多額の研究費がデータになつていると。我が国のライフサイエン

スに投入されているお金は3,000億とか4,000億というオーダーと言われております。科研費な

どを入れますともう少 し、また1,000億以上上がると思いますけれども、そういうものが実際

には計測装置を使つてデータになっているというわけでございます。

こういう状況の中で、その研究スタイルが従来の仮説駆動型からデータ駆動型、あるいは別

の言い方をしますと、データセン トリッグとかデータインテンシブという言い方もありますけ

れども、データ中心科学。最近の言葉で言いますとビッグデータというような方向で来ている

わけでございます。ですから、先に仮説を立てるとい うより、先にデータを全部とつてしまつ

て、ヒトの遺伝子を全部決めてしまつて、その中からいろんなものを探していくというような

データ駆動型になっておるというわけでございます。

こういうふうな研究の流れとは、ある種逆行するといいましょうか、大学の法人化、それか

らバイ ドール法がありまして、データが大事であればあるほどデータを囲い込むという傾向に

なるわけでございます。

そういう中でデータの、あるいは知識の分断化 。断片化が起きていると。私が申し上げるの

も恐縮でございますけれども、イノベーションにはやはりいろんなデータを自由自在に使いこ

なしていくということが重要でございまして、いろんなものを再利用したり、転用したり、あ

るいはいろんなデータとデータを組み合わせて、違 う種類のものを組み合わせて、マッシュア

ップと言つたりしますけれども、ということが重要だと。

ここでよく言われておりますのは、データをつくつた人ではなくて、そうではなくて不特定

多数のユーザーがイノベーターになり得ると。これも考えてみれば当たり前のことでございま

して、ヒトゲノムを決めた人が 1人 で独占していても、それは余 り価値を生みませんけれども、

いろんな人が使 うことによっていろんな病気の研究もできれば、進化の研究もできれば、発生

の研究もできる、こういうことでございます。こういうようなことは、右のほうに資料がござ

いますけれども、ビッグデータとか、あるいはデータ共有ということで、数年前から欧米でも

盛んにこういうことの重要性が言われるようになつてきたわけでございます。

次めくつていただきまして、4ペ ージロでございます。では、こういうような状況の中でデ

ータ共有、あるいはデータを使いやすくすることがイノベーシヨンに、特にオープンイノベー

ションと呼ばれるものが非常に重要なわけでございますけれども、そういう中で、データベー

スの状況を見ますと、我が国にも1,000を超えるデータベースがこれまでつくられてきてお り



ますけれども、似たようなものがありまして、どれを使っていいかわからないと。特に所在情

報とか利用法がわからない。それから、そこに入つているデータがどの程度信頼できるものな

のかということもよくわからない。

先ほど申しました大型プロジェク トがここ10年以上走っておりますけれども、それらがなか

なか共有されるように使いやすくなっていないと。あるいはプロジェク トが終わるとそのまま

どこかに死蔵されてしまうという状況がございました。あるいはばらばらで、なかなかいろん

なデータを簡単に組み合わせすることができないと。こういう背景には、我が国にはデータベ

ースの戦略とか中核センターがないということが言われてきたわけでございます。これが今か

ら七、八年前の状況でございます。

1枚 めくつていただきまして、5ペ ージロでございます。こういうような背景がございまし

て、平成17年ごろより総合科学技術会議でもこの問題を取 り上げていただきまして、調査研究

がスター トいたしました。その中で各省もそれを踏まえて統合データベースプロジェク トとい

うのは平成18年ごろからスター トさせました。文科省、農水省、
―
あるいは経産省は少 し遅く、

20年ぐらいから始まったように書かれておりますけれども、類似したプロジェク トがやはり17

年、18年ごろから始まつていると。厚労省さんにおいても類似のプロジェク トが走っていると。

こういうような状況でございまして、これらをどういうふ うに進めていくかということが議論

され、それに基づいて各省でプロジェク トがつくられてきたと。またそれを総合科学技術会議

で取りまとめ、連携をさせていただいて今 日に至っているというわけでございます。

めくつていただきまして、 6ペ ージロでございます。その当時、今から四、五年前でござい

ますけれども、文部科学省のプロジェク トが一番規模的にも大きいし、扱 うデータベースも大

きかつたものですが、文科省の統合プロジェク トが5年 の時限で終わつてしまう、18年から始

まったものが5年 間で終わるということで、その後どうしようかということでご議論いただき

ました。それで、そのときには内閣府の総合科学技術会議の統合データベースタスクフォース

でご議論いただいて、こちらにいらっしゃる本庶先生が申心になって、こういうロー ドマップ

を書いていただいたわけです。平成22年の終わりに文科省の統合プロジェク トと、先ほどご紹

介ありました科学技術振興機構 」STに バイオインフォマティクス推進センター (BIRD)とい

うのがございましたので、それを一体化すると。それから23年度から統合データベースセンタ

ーというものを走らせた。これは文科省だけではなくて、ほかの省とも連携 しながら進めてい

ると。まずはこの3年 間連携を図つて、25年度まで進めると。ちょうど今、3年 プロジェク ト

の真ん中に来ておるわけでございます。このピンクの絵のちょうど真ん中ぐらいにいるという
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状況でございます。

ただ、これはここにありますように、 3年 間まずやってみるとい うことで、その後、26年4

月からは第 2段 階に入ると。それはまた今後議論いたしましょうとい うことになっておつたわ

けですけれども、それが内閣府の体制等もございまして、議論をする場がなかなかなくて、き

ょうこの場でご紹介申し上げているとい う次第でございます。

こうい うふ うな活動をしてお りまして、中身は後でまたもう少 しご紹介申し上げますけれ ど

も、第 2段 階をどうい う形でつくっていくかとい うのが今の課題になっておるというわけでご

ざいます。

めくっていただきまして、こうい うようなことを受けまして、先ほどちょっと時間軸戻 りま

すけれ ども、文科省の統合プロジェク トと」STの バイオインフォマティクス推進プロジェク

トを合わせる形で、昨年 4月 にバイオサイエンスデータベースセンターとい うのが発足いたし

ました。これが 7ペ ージでございます。 4つ の柱がございまして、我が国でデータベースをど

う整備 していくか。戦略を立て、それから実際にデータベースのサービスをし、それからその

ための将来に向けた技術開発 と、それぞれの分野での統合化を図ると。この4つ の柱で進めて

まいりました。

8ペ ージをごらんください。 8ペ ージが今申しましたバイオサイエンスデータベースセンタ

ーの機構図でございます。総合科学技術会議のご指導のもとにバイオサイエンスデータベース

センターを運営 していくとい うことでございまして、その中では 2つ のファンディングで、基

盤技術プログラムと統合化推進 とい うことで走らせてきたとい うわけでございます。

9ペ ージにまい ります。今申し上げましたことの少 し繰 り返 しになりますけれ ども、 9ペ ー

ジにありますように、この4つ の柱でバイオサイエンスデータベースセンターを進めてきてお

ります。これは平成18年から始まりました文科省の統合プロジェク ト、あるいはその他の省の

プロジェク トとも連携 しながら、それを発展 させる形でこの4つ の柱で進めておるとい うわけ

でございます。 この4つ の中身は先ほどより少 し詳 しく書いてお りますけれ ども、 3番 目が技

術開発 とい うことで、将来に向けたいろんな技術を開発すると。 4番 目が分野ごと、あるいは

ヒト、植物、微生物、その他のところで統合化を図るとい うことを進めてまいつてお ります。

10ページにまい りまして、この 2つ のファンディングプログラムは、10ページはその中の一

つの基盤技術開発プログラムとい うことでございます。従来の文科省の統合プロジェク トにな

っていた情報システム研究機構のライフサイエンス統合データベースセンターがこれを受託 し

たと、進めておるとい うわけでございます。



その次めくつていただきまして、Hペ ージでございます。分野ごとのデータベースの整備 と

いうことでございまして、23年度に10課題選ばれております。微生物、植物からヒト、あるい

は医薬品関係ということで、非常に幅広いデータベースが選ばれ、それぞれの分野の統合化を

図るというわけでございます。これによって、例えば植物なら植物をかずさディー ・エヌ ・エ

ーが取りまとめをして、我が国の植物のデータベースを全部まとめていくと。微生物は東工大

がまとめると。こういうような形で進めてきております。

24年度はもう一つプログラムが追加になりまして、これは理化学研究所でございますけれど

も、生命動態システム科学の 1分子計測とか、そういうような分野のデータの統合化を図り始

めているというところでございます。

12ページをごらんください。これまでずっと統合化といつても、なかなかその中身をご紹介

できませんでしたが、非常に簡単に申しますと、12ページにありますように、それぞれさまざ

まなところで行われているバンク事業、それから各プロジェク トのデータベース、いろいろ個

人、あるいは科研費等でつくられているデータベース、それからさまざまな解析ツール、こう

いうものが非常に我が国で散在 して、1,000とか2,000のオーダーあるわけでございますけれど

も、それらをまず全部カタログ化 して一律に使えるようにすると。ここから入れば全部のデー

タベースなリツールが使えるようになると。            ｀

それから、2番 目がデータベースやツールの使い方とか使い分けの情報、これは動画とかい

ろんなマニュアル とか整備いたしまして、データベースを使えるようにすると。

3番 目からいわゆる統合化ということと関係 してまいりますけれども、データベースやツー

ルを統一的、シームレスに使えるようにするというわけでございます:現 在大体この3番 目ま

でがほぼ終わっておりまして、今はこの4番 目、5番 目の、先ほど申しましたようにヒトの病

気の観点でデータを集める。あるいは先ほど申しましたアルツハイマーなんかございます。そ

れから植物というような観点。そういうものでデータベースを整備 していくと。これをイノベ

ーションにつなげていくとい うことで、今 4番 目、5番 目というあたりに取り組んでいるとい

う次第でございます。

じゃ、今どれぐらいのユーザーがいるかと、どういうデータベースが集まつているかという

ことで、それが13ページから14ページでございまして、13ページは今これ 2つ のホームページ

を挙げてお りますけれども、従来の文科省の統合プロジェクトで行つていたもの、それから昨

年4月 からできましたバイオサイエンスデータベースセンター、これは将来的には 1つ にしな

いといけませんけれども、まずは2つ で今やつておりますけれども、2つ でいろんなもののサ
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―ビスを行っておるというわけでございます。

その中のメジャーなものが14ページに載っておりまして、先ほど申しました段階を踏んでカ

タログをつくり、それから二括横断的に検索できるもの、それからさまざまなデータの権利関

係等を整理したものというようなことで、そこにありますような数のデータベースの整備が終

わつております。

データベースに関しましては1,000を超えておりますので、大体我が国のデータベースを網

羅 しつつあるかなと思っておりますが、ただどんどん新しいデータベースもできておりますの

で、この活動もまた続けていかないといけない。それから、我が国にあるメジャーなデータベ

ースの300ぐらいは一括 して検索できるようになっています。

左下のデータベースアーカイブと呼んでおりますのは、これはやはり企業の方などからよく

言われるんですけれども、データベースを使いたいけれども、その権利関係とかいうのがよく

わからなくなって使いづらいというお話ございましたので、そこはきれいに整理をいたしまし

て、権利関係、フォーマット、すべての標準化を行つて、簡単にダウンロー ドして自由に使っ

ていいというものが今53データベースできている。これを今ふやしている段階でございます。

ユーザー数が今約10万人弱ぐらい月におりまして、月間に230万ぐらいのアクセスがあるよう

なところまで何とか来ている次第でございます。

それから、15ページにまいりまして、今、文科省の活動を中心に申し上げましたけれども、

最初のほうにご紹介しましたように、各省でいろんなデータベースの統合化が進められており

ます。今、15ページに4つ の省の、文科省、それから厚労省、それから農水省、経産省の4つ

の省の、いわゆる統合データベースプロジェクトのホームページをそこに挙げております。こ

うい うふ うにそれぞれが頑張つておりますけれども、これだけではやはり不十分だということ

で、この4つ をまとめていこうと。別にどの省のデータベースを使いたいというわけじやない

でしょうから、我が国にあるものは1カ所で使えるようにしようということで、16ページをご

らんください。

16ページ、これは昨年12月でございますけれども、この4省 のポータルサイ トを合わせた 1

つのポータルサイ トをつくりまして、ここからすべてに入れるようなことで、4省 の連携も十

分進んできつつあるという状況でございます。

さて、ここまでこれまでの活動の背景、それから取組をご紹介してまいりましたけれども、

先ほど申しましたように、今のプロジェクト、あと1年 半で終了といいましょうか、一応第 1

段階を終えるということでございまして、その後どうしていくかということが非常に難 しい問



題でございます。そういう意味で、今後の課題といたしまして17ページに書いておりますけれ

ども、今申しましたような活動、4省連携の活動も含めまして、どういうふ うにこれを恒久的

なセンター、組織につなげていくのか、拠点につなげていくのかということで、いろんなとこ

ろで議論が進んでおります。きょうご報告いたしますバイオサイエンスデータベースセンター

の運営委員会の報告もその一つでございますが、ここでもそういうことをご議論いただければ

というふ うに思っています。

これが組織的な課題でございまして、2点 日はよくご存じのように、私、冒頭にも申し上げ

ましたけれども、最近次世代型シークエンサーということで、大量のデータがゲノムデータを

中心に出てまいりますけれども、そういうものをどう処理するのか。それから、イメージング

データも非常に大量に出てまいりますので、こづいうものをどううまく扱 うようにするのかと

いうことがございます。

それから3点 目は、いわゆるゲノムコホー ト(こ の後、本庶先生もご紹介されると思います

けれども、そうい うものの動きも東北メディカル ・メガバンクを含め、非常に活発になってき

ておりますので、そういうものと基礎生物学のデータをうまく組み合わせて、それを国民、あ

るいは研究者全体が使いやすくしていくにはどうすればいいのかということが問題になってき

ております。

その中で一つ大きな問題といたしまして、ヒトのデータ、これはプライバシーの問題もござ

いますので、そ ういうものをどううまく、共有を図るということと保護を図るということ、こ

れをどう両立させるかということも一つ課題として今取り組んでいる次第でございます。

こういうようなことを背景にいたしまして、18パージでございますけれども、そこにありま

すような活動をこれまでやつてまいりました。この中には今申しましたヒトのデータをどう扱

うか、あるいは4省 の合同ポータルサイ トをどう運営するか、あるいは国際的な、これはハッ

カソンと呼んでいますけれども、国際的ないろんなデータの標準化をどう進めていく。こうい

うような活動に取 り組んできております。

こういう中で、第 2期 の計画ということで、」STの 中でも議論いたしまして、報告書を取

りまとめた次第でございます。それがお手元にあると思いますが、こうい う冊子である報告書

でございます。これはとてもご紹介できませんので、この抜粋、中身だけを簡単にこの後、少

しお時間をいただいてご説明いたします。

19ページをごらんください。19ペマジ、今、私どものバイオサイエンスデータベースセンタ

ーの運営委員会でございます。こういうようなメンバーで、23年10月からことしの6月 まで、
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計 5回議論をしてまいりました。その中で統合データベースのあり方はどうあるべきなのか、

我が国の拠点形成はどうあるべきなのかということを議論してまいりました。その骨子をまと

めたのが20ページでございます。

20ページにありますように、まず第 1段階は23年度から25年度ということで進めてきたと。

26年度以降どうするかということで、これは先ほど申しました内閣府のほうでのロー ドマップ

に従いますと、この3つ の案があると。引き続きJST内 の組織として拡充を図る、あるいは

分野的に近い機関に移行する、あるいは新たな機関を設置する。こういうような3つ の選択肢

があるということで挙げられておりますけれども、私どもとしてはなかなか2番 目、 3番 目と

いうのも現実的に難しいということでございまして、今は3番 目、私どもがこのままセンター

を発展させていくとすればどういう体制が望ましいかということで、この報告書をつくつてお

ります。

その左下のほうに書いてございますけれども、第一段階としては今、大体予算16億円でやつ

ておりましたけれども、第二段階としましては先ほどデータ量の爆発、それからいろんなゲノ

ムコホー トとの対応、イメージデータの対応、そういうものがございまして、大体予算として

は倍で、人数としても100名規模のセンターにしないとなかなかうまくいかないんではないか

と。ちょうどこの30億円といいますのは、先ほど申しました、我が国で投入されておるライフ

サイエンスの予算が3,000億とか4,000億でございますから、大体その 1%ぐ らいに相当すると

いうことも言えるかと思います。

このことに関しまして、ちょっと1枚 めくつていただきまして21ページに海外の状況をまと

めております。当然ながら米国、欧州、あるいは最近は中国でもこういうようなデータベース

の活動が非常に活発に行われていまして、大体米国、欧州、それぞれ20年ほどの歴史ございま

すけれども、人員としては五、六百名 ぐらいの組織でデータベースの整備、統合化を図つてい

るということでございまして、我が国としてもこういう大規模データの時代を迎えたライフサ

イエンスとしては、ある程度の規模で進めていかないと、とてもそのデータの中におばれてし

まうというような状況でございまして、それを利活用するためにこういうセンタァが必要だろ

うということで掲げておる次第でございます。

それから、あと最後に22ページをごらんください。その中で先ほど申しましたように、運営

委員会では第二段階のセンターのあり方ということで議論してまいりましたけれども、その中

でやはりそれを担 う人材、いわゆるバイオインフォマティクスの人材とい うのが我が国で非常

に決定的に不足していると。ですから、データベースをつくるにしても、あるいはそれを使つ



て何かいろんな新しい発見をするにしても、そういう人材が欠けていれば幾ら箱を用意 しても

だめだろうということで、この運営委員の中で強い議論がございまして、そこにバイオインフ

ォマティクスの人材育成にもぜひ取り組むと。あるいは、それをなかなかうまく流通させる、

動かす、あるいはキャリアパスを整備する、あるいはいろんな認証、人材にある程度サーティ

フィケーションを与えるというようなことをやる機関がなかなかないものですから、そういう

ものを今のデータベースセンター、少しミッション違いますけれども、そういう中心になって

進めていくのがどうかということで、いろんな大学や病院や、あるいは先ほど申しましたコホ

ー ト研究を進めるようなところと連携いたしまして、もちろん企業等もそうですけれども、人

材の流通、あるいは教育促進ということを図つていつて、それがひいてはデータベースの整備、

あるいは活用につながるということで提言がなされております。これに関しても私どもとして

は積極的に取り組んでいきたいと思らております。

こういうような報告でございますので、何とぞよろしくご議論いただければと思います。以

上でございます。

○福井座長 あ りがとうございました。それでは、委員の皆様からご意見 。ご質問を伺いたい

と思います。30分ほどの時間がとれると思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ。

○狩野委員 委 員の狩野でございます。よろしくお願いします。

3つ の点を教えていただきたいと思います。 1つ 目は検索をするときの柔軟性の設計の仕方

です。とりわけ新 しい視点で学問をつくりたくなったときに、既存のデータを有意義に使える

かというところは、検索の方法の柔軟性にかかっているように思います。テキス トマイエング

や画像のパターン解析など、いろんな方法があり得ると思いますが、その辺はどういうふ うに

お考えかというのが 1点 日でございます。

○高木副センター長 お つしゃるとおりでございまして、いかに柔軟といいましょうか、検索

できるかが非常に重要だと思つております。

ご存じのように、いわゆる検索にはグーグルがございますけれども、やはリグニグルですと

ライフサイエンスの専門用語等がわかつておりませんので、私どもとしては、例えば日本語と

英語、あるいはいろんな表記のバ リエーション、あるいは遺伝子名一つとりましても、大体表

記の揺れ、あるいは別名を入れますと10、20のオーダー、同じ遺伝子でも名前が違いますので、

そういうものの全部辞書を持つておりまして、検索できるようにしております。そういう意味

では漏れがなく探せるんじゃないかというふ うに思っておりますし、いろんな略語、その他に

関しましても、世界 トップクラスの柔軟な検索ができるシステムを私ども持っております。
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ちなみに私、自分のことを言 うのはあれですけれ ども、私はもともとテキス トマイエングの

専門家でございますので、そ うい う観点でも取 り組んでお ります。

それから、画像に関しましては基礎的な研究は大分進めてお りますけれども、まだ実装する

ところには至つてお りません。先ほど何度も申し上げておるように、非常に画像が大量に出て

お りますので、それをうまく検索できるとい うのがこれから非常に重要になるだろうと思って

いまして、それにどうい うような画像にデータを振るか、あるいは画像の中からどうやつて意

味をとるかとい うことが一つの課題だと思つてお ります。これはまだグーグルなんかもうまく

いってないところで、私どもはこれライフサイエンスに特化 していろんな技術を開発 してお り

ますので、それも世界をリー ドできるものが実現できると思つてお ります。

○狩野委員 続 きまして三点 目として教えていただきたいのは、今後の貴組織における第二段

階の構造を考える上で、今までつくられたものを 「守る」とい う方向性 と、 「新たなものを試

していく」とい う方向性の2つ の役割に対 し、それぞれ必要な人材の人数比としては、いかが

お考えでしょうか。今までは立ち上げの時期でおられたので、 「試す」側に、かなり割合があ

ったと思いますが、いかがでございましょうか。

○高木副センター長 こ れまでバイオサイエンスデータベースセンターができる前に4年 ほど

やつております。計五、六年このプロジェク トをやつております。それで先ほど申しました検

索の柔軟性に関しましても、さまざまな技術が大分固まってまい りましたので、それに関しま

しては余 り人手をかけずに、データ量の伸びに対応できるだろうとい うふ うに思ってお ります。

今後は先ほど申し上げましたように、画像データであります とか、あるいはいわゆるコホー ト

研究などで出てまい ります臨床の情報でありますとか、そ うい うものをうまく扱 う技術 とい う

ものをつくつていきたいと、そちらに注力をしていきたいと思つています。

またもう一つは、今、分野ごとに植物なら植物、微生物なら微生物、ヒトならヒトでデータ

ベースをつくつておりますけれども、当然そこにそれらをまたさらに一段統合 したらいいとい

うようなところもございますので、それに関しまして私どもはRDFつ て、ちょつと技術的に

なりますので、きょうはご紹介いたしませんけれども、そういう技術を世界に先駆けて、それ

を使つてデータベースの統合化を進めるということをやつておりまして、これは国際的にもイ

ニシアチブをとつておりますけれども、そうい うもので進めていきたい。

そういう意味では、既存の今までやっているものに関しましては人をふやさずに、新しいも

のに関してはこれから人をふやしてやっていきたい、そういう考えでおります。

○狩野委員 3点 目です。アメリカのNCBIで あれば、言語が英語であることから、どうや



つても国際公開になつてしまうわけですけれ ども、日本語で進める場合にはそれがよくも悪 く

も日本語限定 となるわけです。このあたりについてはどのようにお考えでしょうか。

○高木副センター長 こ れも以前からいろいろご指摘いただいておるところでございまして、

私どもとしては基本は英語で国際的に発信をしていきましょうかとい うふ うに考えています。

ただ当面、このプロジェク トのもともとの発端は、やはり日本人がいろんなデータに割 とアク

セスしやすいとい うようなことを目指 してお りましたので、日本語に関しましても、例えば日

本語の文献であります とか、さまざまな学会の抄録等も日本語で書かれているものが多数あり

ますので、そ うい うものを検索可能にしてお りますが、これは大体技術もほぼ確立してまい り

ましたので、今後いろんなものを、全部のサービスではございませんけれども、多くのものが

今、英語でサービスをしてお りますので、それは両方やつていくつもりでお ります。

○福井座長 あ りがとうございます。はい、どうぞ、桃井委員。

○桃井委員 特 に高頻度単一疾患の解析等に極めて重要な環境因子で、環境省では子供のコホ

ー ト調査などもスター トいたしましたが、この4省 統合とい うのは縦割 りでなく大変すばらし

い方向だと思いますが、環境省 とのデータの統合性、連携についてはどうい う方向でしょうか。

○高木副センター長 残 念ながら、まだそのあた りの議論は正直に申し上げて進めてお りませ

ん。ただ、私 どもとしてはこの4省 だけで開じてや りたいとか、そ ういうことは全 く思つてお

りませんので、ある程度、特に今平ホー ト研究を初め、そ うい うもののプラットフォームとい

いましょうか、ひな形ができましたらいろんな方に呼びかけて、こちらの枠組みに入つていた

だければ、私 どもとしては一緒にぜひやつていきたいとい うふ うに思つております。

○福井座長 堀 江委員、どうぞ。

○堀江委員 た だいまの桃井委員の意見と似ているのですけれ ども、臨床データとの統合を考

える場合に、私 ども産業保健 とい う分野では原因と結果の関係 とい うところに非常に注目して

お ります。因果関係をつける上では、何が原因なのかとい うデータをあわせて持っておくと、

爆発的にそれこそ角峯析、いろんな因果関係が出てくるとい うことになると思いますので、全 く

同じ意見で環境省のデータ、特に日本 とい うのは四季もあります し、東西南北広がってお りま

すので、こういつたものとの連携 とい うのは多分 日本で一番よくできる分野じゃないかなと思

っています。

あわせてですけれ ども、労働現場 とい うのは、前回も申し上げたんですけれども、作業関係

とい うのを投1定してお りまして、そ ういうたデータ、まだ体系的に集めるような素地ができて
/

おりませんけれども、今後そういつた方向に進めば、我々も含めて働く人間がどこでどんなも
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のに暴露されていて、場合によってはその人の生活習慣も入れて、その次に臨床データが来て、

最後にこうい う遺伝子とい うところで、きれいに因果関係がつくのじやないかなと期待 してお

ります。ぜひご検討いただければと思います。

○高木副センター長 全 くおつしゃるとお りで、私 どももそ うい うところに進めていきたいと

思 うし、この後、本庶先生は多分そ うい うお話もなさるんだろうと思いますが、植物とか微生

物とか、いわゆるヒト以外のデータに関しましては、当然今の環境 といいましょうか、どこで

とれたとか、さまざまなデータをある種の特定の用語、特定のフォーマットで記載しようとい

う方向に来ておりますので、当然それは今、先生がおつしゃられたような方向に行くだろうと

思つておりますし、私どもとしてもそういう方向に、まだ今そこは手をつけておりませんけれ

ども、進めていければと思つております。

○福井座長 環 境省の戸田室長でしょうか、お願いします。

○環境省 環 境省でございます。子供の研究と環境に関する全国調査、エコチル調査を担当し

ておりますけれども、現在エコチル調査につきましては、10万人の参加者を集めるのにほとん

どの予算を使っている段階でございまして、データというのはこれから出てくるというように

考えておりますので、そのデータの蓄積につきましては十分連携を図らせていただきたいとい

うふ うに考えております。

○福井座長 あ りがとうございます。ほかにはいかがでしようか。樋口委員、どうぞ。   ・

〇樋口委員 私 はこういう統合デニタとか統計とか何も知らない人間なので、素人的な質問が

2つ ですけれども、一つは途中に言及のあつた、これが人に関する情報も統合 していくという

中で、やつぱリプライバシーという話がどうしてもある。それについても検討していますよと

いう話だけだつたので、一方でご存じかもしれませんけれども、厚労省のほうで医療情報等の

個別法というのをつくろうとしているんですね。それで来月にはまず第 1段階の検討会の報告

書が出て、一定の方向性が出てくる。そこでも大きな問題になつているものですから、もう少

し補足的に説明をしていただければというのが1点。

2つ 日は、ちよつとこれは読み方だというのか、あるいはほかの資料を見た上で質問するベ

きことなのかもしれませんが、本当に素人で、だからこういう乱暴なことを言 うんですけれど

も、データベースというのは、つまりある特定の目的でつくつてしまうとそれだけにしか使え

ない。しかし、汎用性のあるデータベースというのは何にでも使えるというのは、実は何にで

も使えないという意味になる可能性があつて、そうい う点が。

例えばこれ、さつきアメリカの情報のところにはアクセス数が何か4,000万件/dayみ たいな
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話が出ていて、それから第 2段 階になつてこの図表を見ればですけれども、もうそんなこと考

えているんだよということで、情報の喪失と利用の双方の意見を。つまり利用する側の意見も

反映したようなものでないと、結局は本当は立派なデータベースだけはできているけれども、

実際に使お うとしてみると極めて使いにくいというのがあり得るんじゃないかなと思らていて、

そんなこと本当に素人の懸念にすぎないよと言つてくださればいいんですが、少し言葉を継い

でいただければありがたいと思います。

○高木副センター長 お 答えします。まず、 1点 目のヒトのデータの扱い方に関しまして、き

ょう時間がなくてご報告いたしませんでしたけれども、数回議論をいたしまして、ヒトのデー

タ、完全に統計的な情報はオープンにすると。インターネットでだれでもアクセスと。それか

ら、一部は制限つきアクセスということで、申請していただいて、許可が出たらその人は使え

ると。あるいは、もう少 し綿密な共同研究といいましょうか、そういうものを結んで使 うと。

その3段 階ぐらいに分けておりまして、その場合にそれぞれに関してデータのセキュリティー

はどうい うふ うに管理すればいいのかとか、そういうルールはもう私どもではつくつておりま

す。それはほぼ完成いたしましたので、間もなくこれに従いまして、先ほど私ご紹介いたしま

したけれども、私の今お渡ししました11ページに結構ビトのデT夕 がありまして、例えば一番

上ですとヒトの脳疾患の画像データでありますとか、真ん中のほうにヒトのバ リエーションと

疾患との関係でありますとか、こういうデータがもう大分たまつておりますので、今、私ども

がつくりましたルールに従つて公開と共有、あるいは制限をつけていくということを考えてお

りまして、その準備はほぼ整ったというふ うに考えてお ります。

それから、先ほど先生がお話になったご懸念の点も、一応私もその委員会に入つております

ので、そういうことで発言はして、整合性がとれるようにしたいと思っております。

それから、2点 目のデータベース、いわゆる汎用のものと個別なもの、まさに先生のおっし

ゃるとおりでございまして、汎用にするとほんの簡単なことにしか使えないと。ある問題を絞

ると少数の人にしか使えないと。こういうような状況がございます。そういう意味では、きょ

う統合とい うふ うなことで申しましたけれども、統合データベースは私ども1つ だというふう

には考えておりません。ですから、非常に汎用に、みんなが使 うような文献みたいなものはだ

れでも使いやすくすると。それから、ある分野に限つたデータベース、例えばがんならがんの

研究者が使 うようなデータベースは、それはそれで特化 してつくつていくと。その2本柱でや

っております。そういう意味ではそれなりに満足いくものができているんじゃないかと思つて

います。
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確かにおつしやるように、ユーザーの意見を反映しないと、単にデータをつくつているだけ

ではだめでございますので、それに関しましては毎年数百名の方にアンケー トをとりまして、

これは若い研究者、それからシニアな方、それから製薬等の産業界の方、さまざまな方からア

ンケー トをとりまして、どういうサービスはこういうふうにしたらいいとか、そういうアンケ

ー トをとつてフィー ドバックしておりますので、そういう意味でも私どもとしてはある程度自

信のあるものをつくつているという自負がございます。

以上でございます。

○福井座長 は い、どうぞ。

○吉岡委員 吉 岡ですが、海外との比較というのが21ページの表があつて、わかりやすくなっ

ているわけですけれども、この中に日本のものが並べてあるともつとよかつたなと思うんです

けれども、私なんかこういったデータベースが進んできているとい うのは余 り知らなかったも

ので、どれだけ広報 しているのかよくわからないですけれども、海外のデータベースを利用す

るわけですね。

それと比べたときに、どこの部分が非常にいいものができてくるのかというのをもうちょつ

と説明していただけて、ああこれはすばらしいなというのがわかるとありがたいんですけれど

も、いかがでしょうか。

○高木副センター長 確 かに、日本の研究者の多くも、特に米国のデータベースを使つている

というのが現状でございます。大きく言いまして、米国のデータベースは2つ ございまして、

いわゆる論文のデータベースが非常に充実しておるものですから、ここを使つているというの

が一つでございます。もう一つは、いわゆるゲノム関係のデータベースは古くから歴史がござ

いまして、これを使つているというのが、そういう意味でこの米国のデータベースセンターは

世界最大で、日本人も非常によく使つていると。

ただ、今申しましたように、この中に入つているのはいわゆる論文で、日本にさまざまある

いろんな日本語で書かれたものを含めて、活用できる文献が日本で使えるように必ずしもなっ

ていない面がございますので、そういうものを活用するような点。

それから、ゲノム以外のデータ、さまざまなイメージデータでありますとか、日本の強みの

分野の、例えばイネのデータベースでありますとか、ある分野の微生物のデータベースであり

ますとか、そういうものは日本がすぐれておりますので、今整備を図つて使いやすくしている

ということでございます。あるいは、日本人の疾患に関しましては、日本人のデータを集めな

いといけないということがございますので、そういうもので集めているということで。



○吉岡委員 そ うすると、日本にとつてプラスアルファで有利になるというのは非常によくわ

かったんですけれども、我々としては両方のデータベースにアクセスするようにしなきゃいけ

なくなるのか、あるいは日本の今回のデータベースから海外のデータベースにもリンクして飛

んでいくようなことができるのか。そこはいかがなんでしょうか。

○高木副センター長 私 どもの先ほど日本のデータベースをまとめるということで一言ご紹介

していますけれども、実は欧米のメジャーなデータベースも一緒に検索できるようになってお

りまして、そうい う意味で私どもを引いていただければ、欧米のデータベースも引けるという

状況にならております。

○吉岡委員 わ かりました。ありがとうございます。

○福井座長 そ れでは、庄田副座長、お願いします。

○庄田副座長 産 業界もライフサイエンスのデータベース統合の必要性というのは、いろんな

機会に申し上げてきております。その中で、例えば2005年のバイオテクノロジー戦略会議での

議論の中でもデァタベースのナショナルセンターというものをつくるべきだ、必要ではないか

と提言しておりますし、産業界と各大臣と年に一、三度開催された官民対話、新しい政権では

政策対話と呼称が変わつてお りますけれども、その場でもライフサイエンスのデータベース統

合というのは大変重要なことだということを申し上げてきております。そうい う中で、第一段

階から現在第二段階に進んでいるということで、非常に心強く感 じております。

一つお伺いしたいのは、昨年、バイオサイエンスデータベースセンター (NBDC)が 発足

したということですが、このセンターが日本におけるライフサイエンスのナショナルセンター

である、例えば国立電子図書館であるとどこかの場ではつきり位置づけされてはいないのでし

ょうか。

○高木副センター長 私 どもとしてはまさに今おっしゃつたように、ナショナルセンターとし

て機能したいと思つておりますし、そのような努力をしておりますけれども、それに関しまし

ては、基本的にはまだオーソライズされていないのではないかと思っています。もちろん4省

連携等も進めてお りますので、実質的なそういう立場にいつつあるというふうには思っており

ますが、多分それの議論は先ほどから何度も申しましたように、26年度から本格的に中核拠点

を整備するということでございますので、その議論の中で今のこの活動を続けていくのがいい

というふ うにおつしやつていただければ、それはそれでオーソライズされたことになるんじゃ

ないかと思いますけれども、それはこれからの議論だろうというふ うに思つております。

○庄田副座長 そ のように申し上げているのは、現在は既存のデータベースの統合プロジェク
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卜ですね。ただ、これからも公的な資金を使つていろんな研究プロジェク トがデータを創出し

ていくわけです。それが一つのナショナルセンターに行けば、国民の財産で皆さんがアクセス

できるということになる。これが大変大事だと思いますので、今までのデータベースを統合す

ることも大事ですが、これからの研究プロジェク トの創出されたデータというものが、一つ同

じ統一された仕組みでどこかにあるということが重要になつてくると思います。そういう意味

で、私はぜひともこの現在の高木先生やつてらっしゃるところが日本のナショナルデータベー

スセンターになるというのが現在までの経緯からいくと一番適切なのではないかと、これは個

人的な意見でございますけれども、思つております。

○福井座長 ア メリカでは随分前から、例えば疫学的データを研究者や学生が、最近は300ド

ルとか、学生は50ドルの場合もあるようですが、少額のお金を払つてデータを使わせてもらっ

て論文を書くということが可能なようです。先生のところではお金を取つてデータを提供 して

いるのでしょうか。ユーザーがどういうアウトカム、アウトプットを出してきているのかにつ

いてのデータはございますでしょうか。

○高木副センター長 ま ず、お金は現在のところ取つておりません。将来はいろんな検討をし

ないといけないことがあるかもしれませんけれども、先ほど申しました、例えばNCBIと い

う米国のセンターを始め、どこも今無料でいろんなサービスをしておりますので、私どももそ

ういう観点で無料でさまざまなサービスをしております。

それからもう一つ、データの受け入れという観点で、そこに皆さんがこのセンターにデータ

をつくった人が出していただかないといけないわけですけれども、それに関しましては米国で

すと、例えば国のプロジェク トだったらNIHに データをデポジットしなさいというルール、

それをナショナルアセットにしなさいというルールがあるんですけれども、我が国の場合は残

念ながらそこのところが不明確でございまして、なかなかこれまでデータが集まらなかったと

いう状況もございますが、数年前より、例えば文科省ライフサイエンス課のプロジェク トは、

公募要領のデータが出たらこのセンターに入れなさい。それからことしからですけれども、厚

労省の科研費のデータが出たらここに入れなさいと。そういうような公募要領にいろいろ書い

ていただいておりますので、そ うい う意味でデータが集まりつつあると。それを無料で私ども

が少 し整理をしてお出しするという仕組みは徐々に整いつつあるというふ うに思つています。

それからご質問があつた、これによつてどういうふ うな論文が出たか。そこのところはまだ

ちょつと確認をしておりませんが、先ほど申しましたように、大体今10万人ぐらいのオーダー

の人が毎月使っているという状況でございます。
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○福井座長 あ りがとうございます。第二段階のあり方につきましては、最終的には総合科学

技術会議で検討されるということです。この点につきまして、委員の先生方から何かご意見が

ございましたらどうぞ。

○狩野委員 た びたび恐縮です。人材育成のことを最後に書いておられましたけれども、例え

ば電子工学科に行く希望者がだんだん減つていたりとか、あるいは医療系だと国家資格がある

ほうにばかり人が行つたりとかいうような状況を見ておりますと、バイオインフォマティクス

に行つたらどんなすてきな未来が待つているか、うまく表現しないと若者が行かないような気

もいたします。どんなすてきな未来を、高木先生はお描きになりますでしょうか。

○高木副センター長 残 念ながらそこがなかなか説得できないものですから、人が集まってな

いんじゃないかという面はあると思います。もちろん、どういうふうな教育プログラムで何を

どう教えるかということは非常に重要な問題でありますけれども、やはり今の学生の行動、考

え方を見ておりますと、将来、今、先生がおっしゃったように、どういうようなキャリアパス

が開けるのかということを非常に彼らは見ていると思います。

残念ながら、今、例えば産業界でも、製薬企業でも、皆さん非常に大事だとおっしゃってく

ださるんですけれども、とつていただける方が年に 1人 とか2人 とかいうオーダーでございま

すので、そうすると学生としてはなかなか安定した将来の就職先というふ うに考えられないと

い うところがございます。あるいは、アカデミックでもそういう人の二∵ズは非常に高いんで

すけれども、なかなかパーマネントなポジションが用意できないということがございますので、

私ども今考えておりますのは、少 しそのあたり私どもがバッファーになって、人が循環 してい

て、余 り二、三年で職がなくなるとかいうようなことを気にせずに、いろんなところで働いて、

スキルを身につけていつて、将来パーマネン トなポジションにつける。それを応援するような

仕組みを考えたいというふ うに思つておりまして、何とかそれを実現していきたいと。そうし

ないとやはり、私が言 うのも僣越でございますけれども、日本のライフサイエンスはそれがう

まくいかないとなかなか発展しないのかなというふ うに思っておりますので、頑張っていきた

いと思つております。

○福井座長 ヤまかにはいかがでしようか。 はい、 ど うぞ。

○成戸委員 今 は統合データベースというか、既存のデータベースを集めて、いかに引きやす

くするか、検索しやすくするか、あるいは利用できるようにするかという観点でご説明いただ

きました。本当は後の本庶先生のご説明にも関係するかもしれないんですけれども、データベ

ースの集め方というか、いろんな病気の用語を含めて、どういう形でデータベースを集めるか、
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あるいはデータをつくる段階からどうすれば統合データベースが価値のあるものになるかとい

うことを、データベースセンター側から、積極的に関与していただきたい。お互いにかも知れ

ませんが、そこまで関与しないと本当にいいデータベースにならないかと思 うんですが、その

辺のお考えについてご説明いただけますか。

○高木副センター長 き ょうは少し説明を省略いたしましたけれども、先ほど申しました、例

えば11ページにファンディングプログラムということで、幾つかのその分野ごとのデータベー

スをつくるプロジェク トがあります。ただ、これは既存のデータを集めるだけではございませ

ん。この横にデータを出す、実際にデータを出すプロジェクトと連携しております。あるいは

学会と連携しておりまして、そういう意味ではこれは過去のものを集めるというより、これか

ら未来志向で出てくるデータを全部取 りまとめていくということでございます。

一番顕著なものがHペ ージー番下の生命動態システム科学、これはまだそんなにデータが出

ていないわけですけれども、世界的にもまだどこがイニシアチブとるようなデータベースもで

きておりませんし、データのフォニマットも決まつてないと。でも、まだデータが少ない段階

で私どもと一緒にや りながらデータの設計をし、集め方も工夫しということで、まさに今ご質

問あつた方向で私どもは進めております。

以上でございます。

○福井座長 ほ かにはいかがでしょうか。はい、竹内委員。

○竹内委員 後 ほど私のほうから別途意見書として提出させていただいたものを説明させてい

ただきますけれど、今、成戸委員がおつしやられたように、私ども産業界の要望としましては、

先ほどアンケー トでいろいろ伺っていらつしゃるという話をお聞きしていますけれども、今後

も産業界からの要望も設計(計 画の段階から取り入れて頂き、より使いやすい、あるいは世の

中の役に立つようなものを構築して頂くことを切に望みます。宜しくお願いいたします。

○高木副センター長 実 は製薬協からも大変応援をいただいておりまして、そこのワーキング

グループと密に連携をとっております。それで、その中でいろんな、こういうデータベースが

あつたほうがいいとか、こういうツールがあつたほうがいいということはお聞きしております

ので、当然そういうことを視野に入れてといいましょうか、むしろそれを念頭に置いて進めて

いこうというふうに考えております。そういう態勢は今十分できていると思つております。

○竹内委員 今 後とも、より連携をはかつて頂きますよう宜しくお願いします。

○福井座長 ほ かにはいかがでしょうか。先ほど庄田副座長がおつしゃいましたけれども、国

のセンターとなるためには、第二段階のあり方の三つの選択肢の中の独立した新たな機関を目



指すほうがいいのではと個人的には思います。平成26年度までには実現可能な方策はないとさ

らつと書かれていますけれども、これは国としてそれだけの覚悟が固まっていない状況だと先

生方は判断されているのでしょうか。

○高木副センター長 前 のロー ドマップ、本庶先生が中心になつてお書きになったときも、多

分ある種の独立した、ちょつと例えがいいかどうかわかりませんが、例えば国立国会図書館に

ような、あるいは先ほどデジタルセンターのようなお話もございましたけれども、そういうも

のをつくつてはどうかというご議論がございましたし、今でもそういうことをおっしゃる方は

多数いらっしゃいます。ただ、私どもが何のめどもなくつくれというのもちょっとあれなもの

ですから、一応このセンターの運営委員会としてはそういうものがなかなか、私どもとしては

今すぐどうこうということは申し上げられないので、私どもの考えられる範囲でこういう案を

つくりましたということでございます。あのあたりもぜひこの場でも含めてご議論いただけれ

ばとい うふ うに思っております。

○福井座長 い かがでしょうか。アメリカでは国立医学図書館がパブメドなどをつくつた過程

で、国としてものすごい投資をして、何百人ものスタッフを配置して、長い間実績を積み重ね

てきております。 日本はわずかなお金で、上澄みのところだけを持つていくようなプロジェク

トが多く、もつとお金と人を投資して、世界に冠たるデータベースセンターをつくるぐらいの

方向性が示されるといいと個人的には思つています。はい、どうぞ。

○青木議員 す みません。せつかくの話なのでぜひ教えていただきたいんですけれども、22ペ

ージの人材のところに興味があるんですが、このインフォマティシャンという、インフォマテ

ィクスとい う学問とインフォマティシャンというのの位置づけがいま一つ理解できないんです

けれども。私がこれ最初聞いたときには、経済におけるエコノメ トリシャンという人たちがい

て、その人たちは経済学のPh.D.を取るんですけれども、 ト レーニングの間でちょつと特化す

るんですね。それで、その人たちは学者で論文を書くんですけれども、一つは経済的な、例え

ば新しい賃金法の影響をデータを分析して論文を書く人たちと、あと統計的な研究というのも

あるわけで、新 しいデータ分析の手法とい うので論文を書く人たちがいるんですけれども、今

お話を伺つたところのバイオインフォマティシャンというのは、むしろ技術者みたいな方々な

んですか。

○高木副センター長 こ れは説明をはしょっていて恐縮でございますけれども、いわゆるバイ

オインフォマティクスと呼ばれる人たちは3種 類か4種 類に分けることができます。一つはデ

ータからいかに、最近の言葉でいいますとビッグデータからいかに新しい知識を見出すかとい
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うような、ある種の新 しい統計的手法もつくつたり、いろんな解析、アルゴリズムをつくつた

り、あるいは非常に新 しいデータベースをつくつていくと。それが研究ベースでそ うい うこと

をやっていく人たちが必要でございます。

それから2点 目は、そ うい うような新 しい技術はつくらないけれ ども、既存の技術なり既存

のデータを使つていろんな現場の現実の問題を解いていくとい うような人たち。それから、 3

番 目がそのためのデータベースの論文を読んで少 し整理をした りとか、そ うい う人たち。いず

れにしても我が国では余 りいませんけれ ども、いわゆるPh.D.、 ド クターを取った人が欧米で

は大部分そ うい う仕事をしてお りますので、その3種 類 どれもですね。我が国としてもそ うい

うような人たちが働ける場をつくりたい。

特に今足 りないと言われていますのが、私が申し上げました 2番 目の、新 しい最先端の研究

をするわけでは必ず しもないけれ ども、今あるデータベースやツールやいろんな解析手法を使

つて、現実の疾患 ・病気 と遺伝子の関係を調べていくとか、そ うい う人材が今圧倒的に足 りな

いと言われてお りまして、大規模なコホー ト研究と疫学研究とを進めていく上でも、そ うい う

人たちが不可欠なのになかなかそ うい う人がいないとい うことでございますので、そ うい う人

を育てていきたいと。

ただ、そ うい う人たちは生物学から入つてくる人もいれば、情報系から入つてくる人も両方

います。欧米では割 と生物系から入つてくる人が多いんですけれ ども、我が国ではなかなか生

物系から入つてくる方は、数学とか統計とい うのが少 し苦手 とい う意識がございまして、どう

してもやはり情報系から入つてくることが今期待されているとい う状況ではございます。

○青木議員 確 認なんですけど、そ うすると、欧米では生物なり医学の研究の大学院教育の課

程でそ うい う技術を身につけるカ リキュラムがあるとい うことなんですか。

○高木副センター長 は い、そ うでございます。あるいはそれを専門に教える学科 とか大学院

がございまして、それが例えば情報系から入つてくる人、物理系から入つてくる人、化学から

入つてくる人、あるいは生物から入つてくる人がそこで数年間 トレーニングを受けてそ うい う

分野に入つていくと、またその就職先があるというようないい循環ができてお りますけれども、

我が国の場合は、そこのところがなかなか今欠け落ちているとい うか抜け落ちているところが

ございまして、それをうまく立ち上げていきたいとい うのが今回の趣旨でございます。

○福井座長 あ りがとうございました。

それでは、時間も過ぎてしまいましたので、長い時間、ご説明と討論ありがとうございまし



続きまして、日本学術会議ゲノムコホー ト研究体制検討分科会で取りまとめられました提言

「ヒト生命情報統合研究の拠点構築 (提言)一 国民の健康の礎となる大規模コホー ト研究一」

につきまして、本庶副委員長よりご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○本庶副委員長 あ りがとうございます。

お手元に 「提言」という冊子がありますので、基本的にこの冊子だけ資料といたしておりま

すので、この内容をかいつまんでご説明させていただきます。

このライフイノベーション戦略協議会の年間スケジユールを拝見しますと、既にアクション

プランということに参画されておりますので、アクションプランの中でゲノムコホー トという

ものの位置づけにつきまして十分ご理解をいただいていると思いますが、あえて補足させてい

ただきます。

第 4期 科学技術基本計画の特色は、分野別の推進方策から課題解決型へという大きな変換を

行つたとい うこと、それから、基礎研究の重要性を強調 したということが、私個人的には大き

な特色であると考えております。

ライフ分野における課題はたくさんございますが、中でも最も大きなものは、この医療費の

無限増殖的な増大であります。40兆円、国家予算の半分以上、税収を超えるような医療費が毎

年使われるという状況につきまして、この課題をいかに角翠決するかというところからスター ト

して、予防医学というものを強化し、その成果を医療に役立て、発症そのものを抑えることが

できれば、当然医療費の削減につながる、こういうことから、アクションプランの中で先制医

療 とい うこと、その手段としてゲノムコホー ト研究というのが推進されているわけであります。

学術会議では、このような政府の取組が始まっている中で、どのようにしてこのゲノムコホ

ー トを国の中心的な課題として立ち上げ、そこにかかわるいろいろな分野の研究者がどのよう

な役割分担をし、そしてそれが最も効率よく社会に還元されるであろうかということを検討す

るために、この冊子の 1枚 めくつていただきましたところに委員の名前の一覧表が出ておりま

す。主としてライフサイエンスにかかわる方々、医学を含めた方々を中心に議論をいたしまし

て、その結果をまとめたものでございます9こ の提言の非常な大きなポイントは、スター トは

ゲノムコホー トという観点から出発いたしましたが、実はこれを追求していくことによってヒ

トの生命情報が統合的に理解できるようになるであろう、また、そうすべきであるという提言

に至つたということであります。

ライフサイエンスというものの出口が何かといいますと、それぞれの立場の違いがあるにせ

よ、 「ヒトとは何であるか」ということを理解するということが最も根源的なライフサイエン
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スのターゲットであります。また、そこに基づいて疾患の解明、予防、治療 とい うことも可能

になってくるわけでありますが、大規模ゲノムコホー トをきちんとやることによつて、これは

必ずそ うい うふ うなヒトの研究ができるようになる。また、そのことが最近の非常に大きな技

術的な革新によって可能になってきた。従来の生命科学はほとんどネズミとかモデル動物を使

った疾患研究ということでありました。それはなぜかというと、ヒトの材料あるいはその情報

を非浸襲的に得て、それから何らかの生命現象、疾患現象を理解するということがほとんど不

可能なほど技術的に未発達でありました。しかし、今 日では、 1滴 の血液から膨大な量の情報

を得ることができます。これは機器分析技術の進歩によるところが大きいわけでありますし、

先ほど高木先生がおつしゃいましたように、ヒト1人 のゲノムのコス トが既に数十万円のレベ

ルに達 しております し、これは大量に使われることによつて恐らく、さらに3分 の 1く らいに

下がることは極めて近い将来に起こるであろうと多くの人が予測いたしております。

こういう背景の中で、まず、このレポー トの最初のところ、要旨のところを中心にご説明さ

せていただきますが、現状における問題点、これまでの我が国の歴史等について書いておりま

す。                  .

これまでの歴史を眺めてみますと、我が国におけるコホー ト研究というのは、原爆被爆者の

追跡調査が1947年に始まったことから始まり、多くのコホー ト研究というのが行われておりま

すが、その規模、目的も大小様々であり、特定の疾患に限定した研究というのが非常に数多く

行われております。

現在、我々がヒアリング等々で確認 した限り

現在進行中のものは'2002年に 「久山町コホー

と、2005年から始まつた 「長浜 0次 予防事業」

つであります。

におきまして、いわゆるゲノムコホー トとして

卜」として九州大学を中心に行われているもの

とい う京都大学を中心に行われているものの2

先ほどご紹介がありましたように、我が国の政府は、東北メディカル ・メガバンク事業 とし

て新 しいゲノムコホー トを開始 しようといたしてお りますが、まだその中身は明確ではありま

せん。む しろこの時期においてきちんとした全国的な体制をつくることが必要であるとい うの

がこのレポー トの中心的な課題であります。

なぜ、全国の中核拠点が必要かといいますと、ここによつて統一的なデータの取 り方、これ

をきちんとしないと、Aコ ホー トとBコ ホー トのデータを合わせることができません。すべて

のデータが全く相互に解釈できない状況では意味がなくなりますので、なるべく早く中央的な、

全国統一的な基準の策定に既にスター トしているコホー トもこれからスター トするコホー トも、



みんなが参加 して納得できるような、そういう仕組みと具体的な基準をつくるべきであるとい

うことであります。

それで、さらに現状の大きな問題点は、先ほど樋口先生からご指摘がありました倫理指針の

問題であります。これは私、ゲノムコホー トの開始について口をすつぱくしてお願いしたので

ありますが、この点は非常に大きな課題として残っております。

3省倫理指針というものの改訂が現在進んでおりますが、その内容は多分、そのままゲノム

コホー トに適用することは不可能な内容であり、研究を進めていく上では非常に不十分なもの

であります。

現在先行している2つ のゲノムコホー トで行われている方式は、地方自治体がその住民との

約束をとり、または地方自治体が研究機関との契約を結び、個人情報保護に関しての責任を地

方自治体が担保すると、そういう形で初めて包括同意を取得することが可能になっております。

包括同意という言葉は初めての先生方もいらつしゃると思いますが、この提言の中に大きく強

調いたしております。どういう意味かと言いますと、ゲノムコホー トをやるということは、そ

の方のDNA配 列を含めたすべての健康情報を取得するということであり、現在健康な人が将

来、どのような病気になるかということは予測がつきません。ここが疾患特定のコホー トと非

常に大きな違いでありますので、自分の健康情報、生命情報をどのような医学研究に利用して

もらつてもよろしいという同意があること、これが包括同意でありまして、これをとるという

ことは非常に困難であり、また、しかし、それをやらないゲノムコホー トというのは意味がな

いといいますか、目的を達することができません。そういうことをやるためにも、きちんとし

た全国体制が必要であるということであります。

それから、このレポー トで提言いたしてお りますことを、最初の五ページの3‐のところに、

(1)(2)(3)(4)(5)と 順次申し上げておりますが、このゲノムコホー トをやるこ

とによつて、第 1、 ヒトの生命情報統合研究の創出が可能になるから、これをやるべきである。

また、それを可能にするためには、単に医学研究としてこれをとらえるべきではない。これは、

新しい情報統合、先ほど高木先生がお示しになりましたように(こ れは次元が10の6乗 ぐらい

多分優に上がるほど巨大なデータベースになります。その中からどのような情報をtど のよう

な組み合わせで取ってくるか、そういうふ うな情報学自身の変革も多分要請される、それで初

めてこの大きなデータが生きたものになってくる。情報科学の変革もやつていく中で要求され

るであろう。また、その変革こそが新しいイノベーションにつながるであろう。非浸襲的にデ

ータをとるということは、現在可能になっておりますが、完全ではありません。そこにおいて
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新しい機器開発、このデータというのはMRIと かCT、 PETに よる画像解析のデータも含

めておりますし、それから血液成分、あるいは尿中のあらゆる化学成分を微量で定量的に分析

するということであり、現在可能なものと不可能なものとがあります。そういうふうな新しい

機器開発をやっていく。ここにおける中心的なプレーヤーは、生物学の人ではなく、エンジニ

アリングであり、物理化学の専門家である。そのような非常に広範な人の力を結集 してこれを

トップレベルのゲノムコホー トにしていくと、そのこと自身が必然的にヒトの生命情報を現在

この規模 として提言しているのは100万人であります。なぜ100万人かということは、ご質問が

あったときに説明させていただきます。従来なぜヒトのデータが使えなかったということは分

析が難 しかつたと同時に、ヒトのゲノムが全部違いますから、Aさ んとBさ んを直接比べられ

ない。 しかし、100万人を集めて、その中で比較していくことによつて統計的な処理と遺伝的

な相関との中でその問題は解決されてくる。また、そのことこそがヒトの生命科学であると、

こういうとらえ方をして、これをぜひやるべきだということが (1)で あります。

第 2は 、既に先ほどからご指摘がありますように、我が国においては膨大な医療機関におけ

るヒトそれぞれのデータがあります。これをいかに効率よく集めてくるか、これに関してはい

ろいろな法規制の問題もあり、次のページ、市ページでございますが、①として、医療情報シ

ステムの標準化、それから国民保険番号、こういつたものの法整備、それから医療情報の追跡

基盤 というのは、マイカルテのように、 1つ の番号で、どこの病院に行かれても、その診療情

報が集約できる。そういつた仕組みをらくるということが非常に重要であろうというふ うに申

しております。

(3)に つきましては、このレポー トの15ページを見ていただくのが一番おわかりになりや

すいと思いますが、全体の構成として、先ほどご紹介いたしました図 1の 中央のオレンジ色の

中核拠点、これをきちつと立ち上げ、ここの中枢的な機能をしっかりさせることが重要である。

ここでやるべきことは、先ほど申し上げた統一プロトコール、それから倫理指針、産学連携の

知財、こういつたものを一体的にやるべきであろう。それから、当然ながら、その真下に書い

てありますデータ解析センター、これは2種類ありまして、実際に分析をするところと、その

データを集約 していく、先ほどの高木先生がご提言になったところは、まさにここに入る、こ

この部分を受け持つていただくことを想定しているものであります。それから、左側に地域研

究拠点、この中に先ほどご紹介した東北メディカル ・メガバンクとか九州とか長浜とか、それ

ぞれ地域に根差 した現場のコホー ト、その健常人をそれぞれ何万人かずつ登録していく。その

ところで試料の収集、地域住民の健康管理、健診、健康づくり等の住民へのリターンも含めた



地域拠点の構築ということが求められる。そして、そこから出てくる生体試料をバンクとして

どのように扱 うか、これは基本的な考え方として、その地域の拠点に 1つ、中央に 1つ という

考え方と、全部を中央化 し、中央を複数個にして災害や危機に備えるとい う考え方もあります。

これは今後中核拠点を中心にすべてのステークホルダーと合意をすべきものであるというふう

に提言いたしております。

それから、もとへ戻つていただきまして (4)こ の包括同意がとれるかどうかということが

ゲノムコホー トの成否を決めるものであります。これをやるためには、国民のこの予防医学に

対する理解 というものなくして不可能であります。現在の地域自治体による個人情報の秘密保

護という担保のや り方は一つのや り方であり、現実的に機能いたしておりますが、本来である

ならば、国全体としてこのようなことがもつとスムースにできるような倫理指針を目指してい

ただくということが望ましい。

(5)は 、これがきょうここへ私が出てまいつた最大の目的でございますが、このような仕

組みをスター トするために、まず推進協議会を立ち上げ、そしてその中で先ほどの15ページに

あるような全体像を具体的にだれが、どこで、どのようなことをするのかを決めていくべきで

あろうという提言をいたしております。これにつきましては、引き続き学術会議としてはこの

推進協議会を設置し、前へ進めていきたいと思つてお りますが、総合科学技術会議としても、

特にこのライフイノベーシヨン戦略協議会としてここに一緒に参画いただき、そしてナショナ

ルプロジェク トとしてゲノムコホー トを推進 していくことにご支援をいただければ大変幸いで

あるというふ うに考えております。

それから、 1つ飛ばしたところがありますが、実は、15ページの絵のところで、 「産学民コ

ンソーシアムの構築と運営」がこの中核拠点の一番下に書いてありますが、これはどういうふ

うなことを考えているかということが19ページに絵がございます。これは、そこに 「情報統合

研究中核拠点」と中央に書いてあるのが先ほどの15ベージの図の中核拠点と同じ概念のもので

あります。そして、ここの右側に 「企業」という形で紫色で書いてありますが、ここにはさま

ざまな業種の企業が参画され、そしてコンソーシアムをつくり、相互にwin―winの関係で新た

な課題にチャレンジする企業を包含した共同研究方式をとるのが望ましいとい う提言をいたし

てお ります。当然、先ほど申し上げました情報の分野、機器解析の分析、それから医療機器の

分野、もちろん情報をもとに新薬を開発される医薬品産業の方々、多くの企業の参画が望まれ

るのではないか、そういうものをうまくマネジメントして利益を還元しシェアしていく体制が

国として望ましいのではないかと、そういうことも含めた提言でございます。
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以上、簡単ではございますが。

○福井座長 あ りがとうございました。

それでは、15分ほど質疑応答の時間をとらせていただきたいと思います。いかがでしようか。

樋 口委員。

○樋 口委員 私 、早退をさせてもらうので初めに意見 とい うか、昨 日の検討会 とい うのが厚労

省でありまして、今の先生のご報告、お話 と非常にオーバーラップする、まだこれは報告書の

案なので、成案にはなっていないのですけれ ども、 2カ 所だけご紹介をします。

医学研究、つまり何の検討会かとい うと、もう
一回繰 り返 し言 うと、医療等の情報に関する

特別法を個人情報保護法の中でとい うか、枠外で、とにかく特別につくろうとい う、そ うい う

動きの一つですけれ ども、とにかく医学研究、学術研究については追跡調査を行える医療共通

番号を活用することは大きなメリットがあると、こうい う話 と、それから本人同意のあり方に

ついてとい うところですが、今の案では、この医療等の分野では、公衆衛生や医学研究等にお

いては、同意原則を硬直的に適用すれば、サーベイランスや研究そのものが成 り立たず、結果

として、患者が享受する医療の向上等に支障が生 じることになりかねない。それで、ただなか

なか同意は要らないよとい うのは簡単には言えない話ですから、本人同意のあり方については、

具体的ケースを想定 して検討を深めるべきである。個別の明示の同意が必要か。院内に例えば

掲示をする、病院に掲示をするような、その掲示をもつて黙示の同意があるとい うことでいい

のか。今でもそ うい う部分はいつぱいあるんですが、安全に匿名化するとい う方法で対処する

か、あるいは公益 目的で、将来活用することも含めた包括的同意を得るかなどの組み合わせを

ケースごとに考えていくべきであるとい うような、今のところは報告書案になってお ります。

ちよつとご紹介だけしました。

○福井座長 あ りがとうございます。

いかがでしょうか、今の樋 口委員のおつしやつたことに関連 してでも結構です し、それ以外

でも結構です。

これは、 3省 合同の倫理指針が、文科省で止まっているのですが、それ とは関係のないとこ

ろでのお話でしょうか。

○樋 口委員 今 度の特別法は、まず指針ではなくて法をつくろうとい う話 と、それから医療等

の情報の中には、当然ゲノム情報やなんかも一々区別 しないで全部適用範囲には入るだろうと

い う前提であります。今のところです。もちろんどうなるかはこれからの問題なのでわからな

いんですけど。
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○福井座長 わ か りました。

それでは堀江委員、どうぞ。

○堀江委員 今 の個人情報の取 り扱いをする際に、研究者側が持っている IDと 、それがだれ

であるかとい う読み替え表 といいますか、これが持っている場所 といいますか、そ うい う人を

個人識別情報管理者 といいますか、そ うい う方々がおられると思 うんですけれども、現在の考

え方では、研究者の中にそ ういつた人を置くのではなくて、研究者はあくまでも IDし か知ら

ない。それがだれであるかは、場合によってはそれをその方に読み替えていただいて本人への

サービスに生かす とか、あるいは追跡 した情報を研究者が取得するといつたときに発動する管

理者を外に置くとい うのが多分今の考え方だと思 うんですけれ ども、今後もそ うい う形 とい う

のはやはり堅持 していく方向になるんでしょうか。ちょつと樋 口先生への質問になってしまい

ますけど。

○樋 口委員 私 が適切に答えられるかどうかがあれですけれ ども、今のお話は、いわゆる連結

可能匿名化で、それを匿名化 しているとちゃんと言えるためには、そ うい うようなシステムを

つくっておく必要があるよとい う話ですよね。極めてある意味では形式的な取 り扱いをしてい

て、その匿名化のあり方についてもいろいろ問題があるから、これまでのや り方、その形式的

なや り方を、つまり同 じ研究機関 じやなくて別の大学でも別のところに置いておくと統合する、

府庁 と言つたらいいのか、そ うすると、もうそれで匿名化ですよとい うようなのはすごく形式

的な話なので、やはりそ うい うようなことで済ませているのではなくて、もつと実質的な意味

での匿名化とい うことをやるのであれば考える、あるいはここまでやればもう十分匿名化され

ていますよと
'い

う話を明確にしてあげるとか、いろいろなことが課題 として残つているとい う

ような内容の報告書です、まだその段階は。

○福井座長 あ りがとうございます。本庶先生に何かご質問ございませんでしょうか。

桃井委員、どうぞ。

○桃井委員 桃 井でございます。

この 15年 く らい で しょ うか 、 医学 系 の先 生方 には ご承知 の とお り、精神 疾 患 の

developmental origins of adult diseaseとい うことが多くの疾患で言われてお りまして、精

神疾患のみならず生活習慣病も含めてさまざまな臓器の成人発症疾患が、小児期 とい うよりは、

む しろ胎生期も含めた発達期オ リジンであると、そ ういうエビデンスが大変蓄積 されてまいり

まして、例えば、生涯のス トレス耐性を決める根幹の一つであるステロイ ド受容体の発現は出

生早期に決まって、それは生涯持続する。ですから、そこに介入できるとすると、出生の早期
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であるというようなデータも蓄積されてまいりました。ですから、11ページに書いてあるよう

に、小児期発症の小児期の疾患のための小児期からのゲノムコホー トではなくて、成人疾患も

含めた全年代の疾患の発症も含め、特に胎児疾患でありますが、そういう視点での小児期のさ

まざまなサンプル収集も含めたコホー トでないと、特に他国が成人を中心のコホー トでありま

すので、日本のコホー トが特徴を持つて予防、あるいは根本的な介入薬、介入法をそこから創

出するためにも、やはり次世代期から、出生後ではなくて、私が申し上げるのは、体内期も含

めてですけれども、そういうコホー トのプランニングがぜひ必要であるとい うふうに思います。

そういうデータが蓄積されてきたのはこの15年ほどでありますので、まだなかなか多くの領域

の先生方にはご承知されていないと思いますが、しかし、かなりのエピゲノムプロファイルは

小児期早期に決まる。 日本でいう三つ子の魂百までというようなものがゲノム、あるいはモレ

キュラーのデータで蓄積されているということを反映したゲノムコホー トについては、この中

でご議論されたでしょうか、あるいはもし余りご議論されていなければ、ぜひ日本特有の、よ

りよいコホー トプランとしてお考えいただきたいと思います。

○本庶副委員長 先 生にこれを申し上げるのは文字どおり釈迦に説法ではありますが、既にエ

コチル ドレンという環境省が年間40億を投入 して数年前からコホー ト研究をされておられます。

その開始に当たり、当時私は、これをゲノムコホー トにしてくださいとい うことを強く、現在

の担当官にも申し上げました。 しかしながら、現状はゲノムは入っておりません。なおかつ、

先ほどご紹介があつたように、まだ解析は道半ばであります。私はそういう点では、国の財政

が逼迫 しておる中で、この40億をゲノムなしにこのまま継続することが適切であるのかどうか、

むしろこの場できちんとしたご議論をいただきたい。

○桃井委員 私 も全くそのように思います。

○福井座長 ほ かにはいかがでしょうか。

はい(ど うぞ。

○庄田副座長 先 ほど本庶先生から、なぜ100万人規模のバイオバンクかとい うことについて

質問があればということでしたが、たまたまきょう参考資料でつけております製薬協の医薬産

業政策研究所の 「バイオバンクの現状と展望」の中で、世界的にも100万人以上のバイオバン

クとい うのは英国のMillion Women Studyと米国のMillion Veterans Programの2件 と報告さ

れておりますので、この100万人という規模の理由について教えていただけたらと思います。

○本庶副委員長 簡 単に言いますと、これは多いほどいいに決まっております。ですから、ア

ウトカムがどれだけ期待できるか。結局コス トパフォーマンスの問題になりますが、このお手
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元の提言の最後、23ページのところに参考資料というものを出しております。それで、これは

その代表的な疾患が50万人にした場合と100万人にした場合に10年後、あるいは20年後に現在

の大ざつばな発症率から予沢1してどのくらいの人数が集まるかということを示 しております。

私の理解では、やはり数千人規模の患者が発症することによって、これは福井先生のご専門で

すけれども、一定の統計的に有意なデータになり得る。それはケース ・バイ ・ケースですけれ

ども。

そういうことを考えますと、この表を見ていただきますと、100万人した場合、例えば心筋

梗塞の場合、100万人にした場合に、10年後に7,000人、そして50万ですと3,000人。つまりど

うい うことかといいます と、100万人にして10年でデータが十分意味があるものがとれるのか、

あるいは50万人で20年待つのか。そして、その間の投下資金は一体どれぐらいかということを

考えますと、我々はむしろ100万人で10年で、もしデータ解析が可能であれば、そのほうがコ

ス トパフオーマンスはいいのではないか。なおかつ、現在これとの競合相手としてはUKバ イ

オバンクというのがございます。UKバ イオバンクは50万人であり、その登録は既に完了いた

しております。ところが、人口はUKは 日本の半分でございます。それから考えましても、日

本で国家プロジェク トとしてやるならば、100万人を目指すできであろうとい う議論でござい

ます。

○福井座長 あ りがとうございます。

ほかにはいかがでしょうか。

中核拠点というのは、大体先生のイメージされるところでは、どのくらいのスタッフででき

るようなものでしょうか。

○本庶副委員長 こ の中核拠点というイメージは、かな り幅があります。私の個人的なイメー

ジは、ここはそんなに大きくする必要がないと思つております。それは、この中に、例えば情

報統合データベースを入れ込むとすると、これは先ほどの高木先生のご説明のように大きくな

ります。 しかし、私はそれは必ずしも入れ込む必要はなくて、現在既にある情報統合データベ

ースに参加 していただいて、その部分を受け持っていただく。ほかのお仕事もたくさんありま

すけれども、それを活用とい う言い方は適切かどうかわかりませんが、既にある機能を持って

いるところを活用していく。中核拠点というのは、かなり意思決定とか全体の統合とか、産学

連携とかはばらばらにいろいろな約束事で地方でやられると、これは非常に産業界も迷惑され

ますし、国としても困る。ですから、そういうことはきちっとセントライズしていかなきゃい

けない。ですから、主な仕事はそういう委員会をきちっと集めて、そして約束事を決めていく
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ということを主な仕事とすれば、これはでつかいビルディングをつくる必要はないと思うんで

す。かなリソフ ト的なパワーで十分できる、私は個人的にはそういうほうがうまくいくんじゃ

ないかと思います。

○福井座長 あ りがとうございます。狩野委員。

○狩野委員 よ く練られたアイデアだと思つて伺いました。実現に当たり、どのぐらいのお金

がかかるかという議論をここではきつとしなければいけないということが一つです。例えば、

私、最近、岡山へ移 りまして、同地ではこれに使っていただけそうなデータベースの構築が既

に進んでいるということを承知しており、同様に他の各地でも存在するかと思います。そのと

きに、この中にも書いておられますけれども、電子カルテの標準化を含めたような、すなわち

全体としてまとめるに当たって必要な項目がふえてきた場合に、それをどのように後から実装

できるかという部分に、どのくらいのお金がかかるかというのも算定しなければいけないかと

思いますが、あわせてどのような規模を、どういうふ うにお考えでしょうか。

○本庶副委員長 こ れは先生おっしゃるように、何をどこまで含めるかによつて非常に大きな

違いがございます。当初、数十万人規模でこのウェット部分のゲノムコホー トの概算をしたと

きでは、エコチル ドレンの予算規模と大して変わらないぐらいでできるであろうというふ うに

考えておりました。 しかし、総務省絡みの情報関係をどのようにするのか、このところはちょ

つと我々では推計が難 しくて、今のところ入らておりません。したがいまして、ざつくばらん

な話、東北メガバンクのお金の規模で私は十分足 りると思つています。

○福井座長 竹 内委員、どうぞ。

○竹内委員 15ペ ージの図の中核拠点のところの上から5つ 目の中点 (・)に 、知的財産の管

理という項目が記載されています。これは、その下に記載されている産学官コンソーシアムの

構築と運営というところにかかわってくるのではないかと思いますが、知財に関してはある程

度コンソーシアムに独占権を与えて運営されるのか、あるいは、公的な施策ですので、使いた

い方々にそういう独占権は関係なく幅広く使えるようなシステムになるのか、どちらなのかと

いうことをお伺いさせていただきます。

○本庶副委員長 非 常に重要な問題だと思つて我々も議論いたしました。企業にとつて、ここ

に参加するメリットは何かということになります。それがなかったら、だれもお金を出してこ

こに来たいという企業はないと思いますので、当然、企業に何らかのメリットが還元されるよ

うな仕組みがビル トインされなきゃいけない。 しかし一方で、企業から来るお金で全部をやる

わけではない。19ページの図をごらんいただきたいんですが、公的資金、もちろん個人的な寄
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附等々の国民のお金ということは当然入つてきますから、その部分に対しての透明性というこ

とを担保 しなきゃいけない。しかし、その中で企業にどのようなメリットが与えられるか、こ

れは非常に難 しい問題でありますが、従来の国のプロジェクトでそのことをうまく整合性をと

りながらやつておられる例はありますので、私どもは二般則をここの中核拠点で決めて、きち

んとした運用は可能であろうというふ うに考えてお ります。

○福井座長 あ りがとうございます。先生が最後のところでおつしゃった研究拠点の整備等の

実現を図るため、専門家による推進協議会を設置することを提言されるということですので、

そのことを念頭に置いて、この戦略協議会でも議論を進めていきたいと思います。

どうも先生ありがとうございました。

それでは、続きまして、竹内委員より提出いただきました意見書についてご説明いただきた

いと思います。

○竹内委員 時 間がそれほどありませんようですので、手短に説明させていただきます。

資料 2-4を ごらんいただければと思います。

医療 ・健康等に関する情報の利活用についての意見ということでまとめさせていただいてお

ります。

疾病構造の変化や少子化、高齢化等に伴いまして、質の高い医療サービスを提供していくた

めには、エビデンスに基づく医療の標準化を進めることは皆さんが述べられておりますように

非常に重要なことでございまして、 ICT技 術を活用した医学研究によりこれらが可能になる

と考えております。

ご存じのように、欧州等におきましても、国の政策として医療情報を蓄積して利活用するこ

とが既に行われております。我が国におきましても医療情報の利活用によリイノベニションを

実現することが喫緊の課題であると考えてお り、明確なグラン ドデザインのもとに実際に利活

用できる医療情報データベースを構築することが求められているのではないかと思います。 し

かし、現有の医療情報データベース等は、先ほどの説明にもありましたように、標準化されて

いないことから互換性がなく、使い勝手がよくないように感じております。したがいまして、

今後構築されるデータベースに関しましては、標準化を進め互換性のあるものとして確立すべ

きではないかと考えております。

また、今後このような仕組みを構築するに当たりまして、利活用する側の視点も重要ではな

いかと考えてお ります。実際に用いられて期待される成果を上げるためにも、企画設計段階か

ら産業界、私たちは利活用する側ですけれども、産業関係者も参画して検討することが必要で
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はないかと考えております。            '

このような認識のもとで医療情報の利活用に関しまして以下の4点 を提案させていただきま

す。

1つ 日は、医薬品の安全対策や研究開発に向けた医療情報データベースの利活用の推進とい

うことでございます。

先ほども申しましたように、英国を初めとして海外では同様の施策が既に開始されているこ

とは皆さん十分ご存じかと思いますけれども、我が国におきましては、電子化された大規模医

療情報データベースを産業界等で利活用する環境には現時点ではありません。我が国の強みで

ある ICTを 利用して医薬品開発を推進するためには、医療情報データベースの産業界での利

活用は必須と考えております。

産業界が利活用する目的には、安全対策と研究開発、その2つ がございます。

医薬品の安全性、有効性の確保には、現場の医療関係者のみならず企業も責任を有しており

ます。このためにも企業も利活用できる仕組みづくりが必要ではないかと考えております。

また、・疫学情報、臨床情報、そしてオミックス情報等を基礎研究とリンクさせることにより

まして、疾患メカニズムの解明や新規創薬ターゲットの発見等に結びつくと考えており、期待

もしてお ります。

さらに、先ほども申しましたように、利活用を推進するためには、企画 ・設計段階から利活

用者としての産業界の参画が望ましいと考えておりますので、ご検討をよろしくお願いいたし

ます。

次のページになります。 2つ 日は医療情報DBリ ンケージの推進についてです。

医療情報データベース間のリンケージが可能になりましたら、医薬品と有害事象の因果関係

が解明されやすくなりまして、結果的には、我が国の医薬品の安全監視の飛躍的改善をもたら

すことが期待されます。

厚労省で推進されておりますナショナル レセプ トデータベースとセンチネルデータベース、

あるいはナショナルレセプ トデータベースとがん登録のリンケージがその一例ではないかと感

じております。

以上が 2つ 日です。

3つ 日は、電子カルテの普及促進です。

安全かつ効率的な情報連携を可能にするためには、医療等 ID(仮 称)と 、それに基づく認

証 ・認可機能、情報提供ネットワークシステムとの接続機能を中心とする医療等情報中継デー



タベース (仮称)の 構築と電子カルテの普及が重要であり、電子カルテを普及させるためには

国家的な施策が必要であると考えております。

参考までに意見書に電子カルテの普及率を付記させていただいております。

4つ 目は人材育成です。

これは、先ほどお2人 の先生もおつしゃつていましたけれども、現在、我が国におきまして

は、医薬品と有害事象の因果関係や有用性を研究する薬剤疫学専門家がほとんど存在 しない状

況であり、医療情報を利活用するためには、各種医療情報を利活用 しやすいデータとして変換

する薬剤疫学専門家を早急に育成することが望まれております。

以上4つ の点を提案させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○福井座長 あ りがとうございます。

ご質問やご意見などございませんでしょうか。どうぞ、狩野委員。

○狩野委員 と りわけ4点 目に関して、まことにここにおっしゃっているとおりであります。

ただ、このような人材をアカデミアで配置したいと思つた場合の現在の問題点を考えますと、

1つ 目は、研究評価の指標がインパクトファクターに寄 り過ぎているために、このような研究

の結果 というのは、なかなかインパク トファクターが高いジャーナルというのは存在しており

ませんで、その研究結果が認知されにくい、あるいは研究費を取つてくるための基準として評

価されにくいという点があるように思っています。この評価方法が国からの財源としての研究

費に適応されている限りは、何か別の指標あるいは価値観を持った方々によるファンディング

がない限りは、こういう方々がなかなか育ってまいらないということを心配しております。も

しそれがご同意いただけますと、例えば、そのような独自の価値観のもとに企業連合体などの

形でファンディングソースをつくっていただくことで、こうした育成すべき新分野に対する援

助を進めていただくようなことがもし可能であれば、こうしたなかなか大多数の理解をまだ得

られにくいけれども、実は重要であるという新たな研究分野を支えていただけるのではないか

と、期待をしているところであります。これが1点 目。

それから2点 日ですけれども、先ほど高木先生にも伺ったように、人材の卒後の活躍先が見

えにくいと、なかなか若い人が入 りにくいという、これも世情であります。だからどうしたら

いいかがなかなか難しいところではありますけれども、例えば、この種の仕事をアカデミアに

置いた場合に、学生さんがそこに行きたがるかどうかというのは、その先にどんな道がありま

すかと必ずみんなに聞かれてしまいます。とりわけ就職先というのはアカデミアにはなかなか

たくさんなく、それに比較すると企業により多くあるという状態が現状では続いております。
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ですので、こういう方々がもし育ってきた場合に、企業の中でどういう使い方をしていただけ

るのかという点も、もし何かアイデアがございましたら非常にありがたいとい うところであり

ます。よろしくお願いいたします。

○竹内委員 非 常に重い課題であると思います。即答はしかねますけれども、引き続き産業界、

業界団体を含めて検討させていただきます。

○福井座長 ほ かにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

ちなみに私も、本庶先生が医学部長だつたときの京大医学部教授会で、随分その話をしたこ

とがあります。例えば、バイオインフォマティシャンを養成するにしても働き場所があるのか、

よくわかりませんでした。大学でのニーズと国全体としてのニーズが、微妙にずれてきている

ようです。大学改革とい う名前で片づけられる問題かどうかわかりませんけれども、大きな構

造の変革が必要だとは思います。

ほかによろしいでしょうか。どうぞ、桃井委員。

○桃井委員 大 変すばらしいご提言だと思います。 3番 目の電子カルテですが、今実際に臨床

家としても見ていて、問題なのは、普及も大切なんですけれども、あそこにある膨大なすばら

しい情報が活用できないような普及のされ方をしているというところが一番大きな問題である

と思います。ですから、これは個々の場所ではとても解決できない問題ですので、我々も医療

経済的にも電子カルテのために働いているような気がするほど、ほんの小さなバージョンアッ

プに多大な、これは言われたとおリーたん入れたらおしまいという状況でございますので、そ

ういう冗談が飛び交 うほど、もちろんメリットも多大でございますが、マイナスも多大である。

一番マイナスなのは、あの膨大ながん登録さえも全国的な活用ができない状況にある。これを

どこかでやはり国の施策として、普及ではなくて、その膨大なデータを活用できるシステムを

ぜひ検討する場所をつくっていただきたいと思います。

○福井座長 あ りがとうございました。時間も押し迫つてきましたので、それでは竹内先生、

ありがとうございました。

本 日最後の議題は、次回の第 6回 以降のテーマについてです。中野審議官からご説明をお願

いいたします。

○中野審議官  「第103回総合科学技術会議における総理指示への対応について」という紙が

配付されております。これに基づいて説明させていただきますが、まず、 1の背景にあります

のは、イノベーシヨンを実現するために必要なシステム改革 (規制 。制度改革、導入促進策)

について国として推進すべき戦略、取組内容案を具体化することは、それぞれの戦略協議会の
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役割の一つであるとい う、この協議会設置の専門調査会における決定でございます。この決定、

おさらいのために 2枚 目の別添 1に つけてお りまして、この協議会が専門調査会によって設置

されてお りまして、 2の 役割及び期待 される成果の後段、期待 される成果 とい うところにあり

ますのは、ここまでご検討いただいたアクションプランの取 りまとめとい うことと、 2番 目に

あります、イノベーションを実現するためにシステム改革を取 りまとめていただく。これを専

門調査会に提案いただくとい うことだつたわけでございます。

1枚 目に戻りまして、背景の 2番 目の丸にございますとおり、 7月 末に開催されました総合

科学技術会議の本会議、議長は総理大臣でございますけれども、ここの場で最後に総理大臣か

ら、システム改革等イノベーシヨン実現に必要な施策のあり方について年末までに対応方針を

取りまとめるようにという指示があつたところでございます。

今後のシステム改革と言われているものの検討の体制が2に ございますけれども、イノベー

ション政策を実効的に運営するための総合的な役割及び運営の改革ということについては、イ

ノベーション専門調査会自体が検討いたします。各戦略協議会におきましては、アクションプ

ランに掲げる政策課題や重点的取組の目的を達成 し、社会的課題の解決につなげるための取組

改革を整理いただく。あと基礎研究 。人材部会においては、基礎研究 。人材に関する改革の検

討をいただくとい うことになつております。

ご承知のとお り、他の会議、機関でシステム改革あるいは制度改革などについては、過去に

も現在も多くの提言が行われておりまして、時間的制約もございますので、戦略協議会でご提

言いただくものについては、各省がこれまで行つているものとの重複を排 しながら、特に医療

イノベーション推進会議のほうで体系的にまとめていただいているものもありますので、これ

まで出ているものとの重複をなるべく避けながら、総合科学技術会議ならではの、ちょつとこ

の先、事務局から申し上げるのは僣越なんですけれども、言い方を気をつけなければいけませ

んが、官邸あるいは総理に求められているものというのは、総合科学技術会議ならではの、総

理大臣、関係大臣が取り組むべき課題、大きな課題を、限られた数整理していただきたい、ご

提言いただきたいとい うことでございますので、この後の検討の過程では幅広くご議論いただ

くことになると思いますが、こうしたことを念頭に置いていただければ幸いでございます。

以上です。

○福井座長 あ りがとうございます。

何かご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、前回の第4回 の会議のときまでにいただきました委員からの意見書のうち、4名
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の方についての意見書はまだ議論 されてお りませんので、桃井委員、吉岡委員、原澤委員、成

戸委員からの意見書につきましては、次回の会議で検討 していただきたいと思います。その残

りの時間と、その後 2回 の会議でシステム改革について議論をしたいと思つてお ります。そし

て12月20日の専門調査会で議論の集約化ができるようなスケジュールで進めていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。限られた時間でかなり濃密な議論になると思い

ますので、効率的に議論を進めるため、できましたら第 6回 となります次回の開催までに事務

局と相談 しまして、会議の運営方法や検討の枠組みがわかりやすくなりますように委員の先生

方にお諮 りしたいと考えてお ります。

それでは、事務局から説明をお願いいたします。

○北窓参事官 た だいま審議官からご説明させていただきましたように、限られた時間で濃密

なご議論をいただくことになりますので、まず 1つ 目の提案でございますが、大変お忙 しい先

生方にお集まりいただいているので恐縮ですが、資料 3に 年間スケジュール予定を示 してござ

いますが、次回の第 6回 、 9月 26日でございますが、皆様のご理解が得 られれば、その開催の

時間を、今まで 2時 間の会議でやつてまい りましたが、例えば2時 間半とか若干長 目に開催 さ

せていただけないかとい うことをお諮 りしたいと思います。

それから、システム改革についてでございますが、先生方からいただいたご議論 とあわせて、

現在、CSTPで は4府 省が一体 となって進めてきた先端医療開発特区、いわゆるスーパー特

区について進めてきているわけですが、これが平成20年度に創設 され、今年度は最終年度 とな

ります。スーパー特区、それ 自体がシステム改革の試みの一環でもございますので、その成果

と特区制度の貢献、及びその課題について事務局として分析 した上で、今後の展開についてご

議論いただくことも考えてございます。

以上について事務局から発言 させていただきました。

○福井座長 あ りがとうございます。今後の進め方について、何か委員の先生方からご意見ご

ざいますでしょうか。はい、どうぞ。

○庄田副座長 今 、参事官がご説明されたスーパー特区についてですが、スーパー特区では規

制の緩和措置や各種支援措置がとられて、特区でなければできなかつたことができたはずです。

スーパー特区でなければできなかったことが、どのような措置がとられて実現することができ

たんだと、そ うい うことが しっか りわかるような資料、ご説明をお願いしたいとい うふ うに思

います。

○北窓参事官 は い。



○福井座長 あ りがとうございます。

それでは、閉会につきまして事務局のほうから何か説明はございますか。

○北窓参事官 そ れでは、次回協議会は9月 26日、13時から、申し訳ございませんが、2時 間

半にわたつて開催させていただきたいと思います。

本 日はどうもありがとうございました。

○福井座長 こ れで終わります。ありがとうございます。

午後 2時 02分  閉 会
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資料 2

平成 25年度科学技術重要施策アクションプランの

対象施策について

― 社会的課題の解決に向けた科学技術最重点施策 一

平 成 24年 9月 13日

科 学 技 術 政 策 担 当 大 臣

総合科学技術会議有識者議員
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l。 アクションプラン対象施策の特定について

総合科学技術会議は、「科学技術に関する予算等の資源配分方針」(平成24年 7月 30

日決定)(以 下 「資源配分方針」という。)に おいて、科学技術重要施策アクションプラン

(以下 「アクションプラン」という。)及 び重点施策パッケージによる 「我が国が直面する

重要課題への対応」と、科学技術イノベーションを支える基盤を形成する 「基礎研究及び

人材育成の強化」を車の両輪として、それぞれによる取組を推進することとした。

このうち、アクションプランは、我が国が直面している重要課題の達成に向け、「復興 0

再生並びに災害からの安全性向上」、「グリーンイノベーション」及び 「ライフイノベーシ

ョン」それぞれについて、最優先で進めるべき重点的取組等を明示したものである。資源

配分方針では、各府省から重点的取組に該当するとして提案されたものについて、基準等

を適用し特定した対象施策に資源配分を最重点化することとされた。

平成25年 度アクションプランにおける政策課題と重点的取組は、今年度より新たに設

置され、産学官の多様な関係者が参画する科学技術イノベーション戦略協議会において検

討され、科学技術イノベーション政策推進専門調査会により、去る7月 19日 に決定され

た。アクションプランに掲げられた政策課題の達成に向けて、科学技術政策担当大臣 0総

合科学技術会議有識者議員は、外部有識者の協力を得ながら、最優先で進めるべき施策の

特定作業を関係府省との協働により進めてきた。特定に当だつては、「平成25年 度科学技

術関係予算の重点化の具体的進め方」(平成24年 7月 6日科学技術政策担当大臣。総合科

学技術会議有識者議員決定)で今年度新たに定めた施策特定の基準 (p.2参照)に基づき、

施策の目標設定や実施体制、成果の活用主体などについてアクションプラン対象とするに

相応しい施策であるか否か検討を行つた。また、必要に応じて、府省間の連携促進、関連

施策の大括り化を促した。

こうした経過を経て、このたび、‖～IV章に示すとおり、科学技術政策担当大臣・総合

科学技術会議有識者議員は、平成25年 度科学技術予算における最重点化の対象となるア

クションプラン対象施策を特定するとともに、これらの施策に期待される成果を取りまと

めるに至つたところである。なお、‖～IV章で言及している 「1.目 指すべき社会の姿」、
「2.政 策課題と薫点的取組の設定」及び 「3.ア クションプラン対象施策特定の視点」

は、これまで既に決定されているものを参考のため示したものである。(いずれも7月 19

日に科学技術イノベーション政策推進専門調査会で決定されたアクションプランからの抜



粋又はその要約。このうち、「3」は、本ページで示す共通の施策特定基準に加えて各重点

分野で独自に設定したもの。)な お、「5。 各省施策から期待される成果」は、今回特定さ

れた施策の実施により、将来実現が期待される成果について代表例を記載したものである。

(アクションプラン対象施策特定の経緯についてはp.3参 照)

今回、アクションプラン対象施策として特定する施策は、7省による123施 策で、概

算要求総額は約2′870億 円である。これらの施策は、いずれも、アクションプランに掲

げる政策課題を達成する上で重要な施策であり、最重点で取り組むべきものである。

今後、アクションプラン対象施策を着実に実施することにより、科学技術イノベーショ

ンを実現するとともに、我が国社会を取り巻く様々な課題の解決に貢献し、国民の皆様の

期待に応えていくことができるものと考えている。

25年 度アクションプラン対象施策特定の

、(平成 24年 7月 6日 (金)科 学技術政策担当大臣 0総合科学技術会議有識者議員決定
「科学技術関係予算の重点化の具体的進め方について」より)

(1)目 的 ・目標等について

・成果検言正が可能となる明確な目標とその達成時期が設定されていること。

・目的 ・目標が、社会情勢、国際的な水準からみて妥当なものであり、かつ基本計

画の目標、政策課題の達成に大きく貢献すると判断されるものであること。

(2)目 標達成に向けたアプローチについて

。日標達成に必要な取組 (社会実装に向けた取組、制度の改善など)が 明確である

こと。

(3)実 施体制について

・適切なマネジメン トが期待できるものであること。

(4)成 果活用主体候補について

。研究開発成果の活用主体の候補 (民間法人、自治体、担当府省等)と 意思疎通が

図られているか又は明確に想定されていること。

(5)そ の他 (各重点対象 (「復興 0再生並びに災害からの安全性向上」、「グリーンイノ

ベーション」及び 「ライフイノベーション」)で 必要に応じて設定)



成25年 度アクションプラン対象施策特定の経

7月 6日 (金)

・アクションプラ〕 示すことで、アクシ ョン

プラン対象施策の特定にあたって政策上の必要性だけではなく実行

7月 13日 (金)

性を求めることを明示。

科学技術イノベーションの実現に向けた関係府省政務会合
・平成 25年度に向けた′総合科学技術会議と各省の取組を共有し、政

務の リーダーシップの下での各省の積極的な対応を促す。

7月 19日 (木) 「平成25年度アクションプラン (政策課題 0重点的取組)」策定
(科学技術イノベーション政策推進専門調査会)

7月 20日 (金)

・科学技術イノベーション戦略協議会で検討された平成 25年 度アク

シ ョンプラン原案について科学技術イノベーション政策推進専門

調査会にて決定

各省からの施策提案
07省 から 163施策の提案

7月 30日 (月) 「資源配分方針」 (総合科学技術会
・国の直面する重要課題の達成に向けてアクションプラン (最重点)

と施策パッケージ (重点)に 重点的に資源を酉己分することを決定。

各省施策の ヒアリング及び調整
・重点的取組毎に全 163施策をヒアリング。
・特定基準に照らして提案様式 “回票)の 記述が不十分 ・不明確なも

のについて実行計画の明確化を促すほか、必要に応じて、関連施策

の大括 り化、府省間連携や重複排除の必要性を指摘。
・再提出された個票の記載内容を精査し特定の可否を判断。必要に応

じて再度の修正 ・提出を求め、施策をブラッシュアップ。

9月 7日 (金)

7月下旬
～9月初旬

(科学技術政策担当大臣 ・総合科学技術会議有識者議員)

平成 25年 度アクションプラ〕
まとめ (科学技術政策担当大臣・総合科学技術会議有識者議員)
07省 123施策を特定。

9月 13日 (木)



Ⅳ.ラ イフイノベーション

lV-1 目 指すべき社会の姿
「′ふ身ともに健康で活力ある社会の実現」及び 「高齢者及び障がい児・者が自立でき

る社会の実現」を目指すべき社会の姿として設定した。

:V-2 政 策課題と重点的取組の設定

目指すべき社会を実現するために、以下の4つ の政策課題と8つ の重点的取組を設

定した。

※1 ここでいう 「社会的に重要な疾患」とは、治癒困難で障害や要介護の主原因となる疾患や就労世代で増加し社会的 。家庭的影響が

大きい疾患を示す。(がん、糖尿病、脳卒中、心筋梗塞等の生活習慣病、精神 。神経疾患、難病等)

※2こ こでいう 「革新的」とは、市場に一番手で登場し新規性 。有用性が高く、従来の治療体系を大幅に変えるような独創的な製品、

あるいはこのような製品の欠点を補い、他の既存品に対して明確な優位性を持つことを示す。(参考 :日本薬学会 薬学用語解説)

※3「 医療イノベーション5か年戦略」等の国家戦略で達成目標等が設定されているものは、アクションプランにおいてもその達成を

目:旨す。

平成 25年度アクションプラン ーライフイノベーションー

将来の社会像 政策課題※3 重点的取組

心身ともに健康で活

力ある社会の実現

がん等の社会的に重要な疾

患
※1の

予防、改善及び治癒率

の向上

① 個人の特性に着 目した予防医療(先

制医療(早期医療介入))の開発

② がんの革新的※2な予防・診断・治療法

の開発

③ 生活習慣病の合併症に特化した革新

的な予防・診断・治療法の開発

④ うつ病、認知症、発達障害等の革新的

な予防・診断・治療法の開発

身体・臓器機能の代替・補完 ⑤ 再生医療の研究開発

革新的医療技術の迅速な提

供及び安全性口有効性の確保

⑥ レギュラトリーサイエンスの推進による

医薬品、医療機器、再生医療等の新

たな医療技術の開発

高齢者及び障がい

児口者が自立できる

社会の実現

少子高齢化社会における生

活の質の向上

⑦ 高齢者及び障がい児・者の機能代償・

自立支援技術の開発

③ 小児期に起因する疾患の予防と予後

の改善等に関する研究開発
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Ⅳ-3 ア クションプラン対象施策特定の視点

設定した8つの重点的取組に対し、これに寄与する各省からの施策提案を受け、ア

クションプラン対象施策特定の基準 (検証可能な目標及び達成時期の設定、アプロー

チの明確性、実施体制、成果活用主体候補等)に 照らし、外部専門家の意見等も踏ま

え、各省庁とともに検討し、政策課題解決に向け最も重点的に推進すべき施策をアク

ションプラン対象施策として決定した。



Ⅳ-4特 定された の 一

政策
課題

重点的取組
策
号

施
番

施策名
【事業名】

施策概要 実施期間

H25年度
概算要求額
(H24予算額)

府省名 施策情報

が
ん
等

の
社
会

的

に
重
要
な
疾
患

の
予
防

、
改
善

及
び

治
癒

率

の
向

上

① 個人の特性に
着目した予防医
療(先制医療(早
期医療介入))の
開発

1

社会的に重要な疾患の予

防、改善および治癒率の向
上のための実証研究(統合
生命医科学:新しい概念に
よる難治疾患予防・予測基
盤・治癒技術開発)

【理化学研究所(統合生命医科
学研究事業費)】

個人の特性を反映したヒト疾患発症予双1システムを開発し、平成26年度までに難治
性皮膚疾患(小児アトピー性皮膚炎等)、難治性自己免疫疾患(全身性エリテマトー

デス)等の疾患について、発症前(未病)診断法の確立、治療標的分子の抽出や予
防法開発を目指し、平成29年度までには予防治療薬の臨床試験の方法を検討す
る。

H25-H34

理化学研究所
運営費交付金
61,450百万円の
内数(同61,450

百万円の内数)

文
部
科
学
省

AP新規

新規事業

② がんの革新的
な予防・診断・治
療法の開発

2
創薬等ライフサイエンス研
究支援技術基盤事業

創薬プロセス等に活用可能な最先端の技術基盤の整備と高度化、さらにそれらの積
極的な共用を行うことで、創薬・医療技術シーズを着実かつ迅速に医薬品等に結び
つけられる革新的創薬プロセス等を構築する。また、実験系と理論系の融合を推進
する新たな研究開発拠点によつて、今までにない創薬の実現等を達成することによ
り、ライフイノベーションの創出に貢献する。これらの取組により、平成28年度までに
次世代SBDD技 術を開発・高度化する。標的蛋自質に対して極めて高親和性(nMレ
ベルの解離定数)の特殊環状ペプチドリガンドを作製して、蛋白質―ペプチドリガンド
の共結晶化技術と、最先端の構造解析技術及びバイオインフオマティクス技術を活
用し、最適化したリード化合物の製薬企業への導出を目指す。

H23-H28
3 , 3 9 3百万円
3, 2 9 0百万円)

文
部

科
学
省

AP継続

継続事業

橋渡し研究加速ネットワーク
プログラム

がん等に関する画期的な医薬品。医療機器等を効率的・効果的に国民へ還元するこ
とを目指し、大学等発の有望な基礎研究成果の臨床研究・治験への橋渡しをさらに
加速するため、橋渡し研究の支援を行う拠点を整備・強化するとともに、これら拠点
から支援を受けるシーズに対し、支援を行う。5年間で1拠点あたり新規シーズ3件
以上の医師主導治験の開始を目指す。

H19-H23
「橋渡し研
究支援推
進プログラ
A」

H24-H28
「橋渡し研
究加速ネッ
トワークプ
ログラム」

3 , 7 6 8百万円
3, 2 6 8百万円)

文
部
科
学
省

AP継続

継続事業

次世代がん研究戦略推進プ
ロジェクト

今後10年程度で新たな分子標的薬や早期診断法などの革新的医療を治験段階に
移行させるため、診断・治療薬の元となる化合物等(シーズ)の研究開発を戦略的に
推進し、平成27年 度までに、下記の目標を達成し、前臨床レベルでの有効性の確認
等を行う。
O新 規抗がん剤のリード化合物、または抗体等21種 取得
○早期がん診断用バイオマーカー3種を開発
○革新的な新規分子標的、予測性マーカー等を取得
03薬 剤で遺伝子検査を実用化
○抗がん剤副作用関連遺伝子10を同定、うち6つの遺伝子について臨床研究を行
う

H23-H27
4 , 3 6 2百万円

(3 , 6 3 6百万円)

文
部
科
学
省

AP継続

継続事業
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重粒子線を用いたがん治療
研究

【放射線医学総合研究所】

世界初の重粒子線がん治療技術等を導入し、重粒子線がん治療施設の国際展開を
図る。360° 多方面から照射できる超伝導小型回転ガントリーの開発・導入や、呼
吸による患部の動きや形状の変化に合わせて点描による照射を行う呼吸同期3次
元スキャニング照射を平成27年度までに実現し、放射線をより患部に集中させること
で、治療成績のさらなる向上や治療適応部位の拡大を目指す。

H23-H27

放射線医学総
合研究所運営
費交付金及び
施設整備費補
助金16,016百万
円の内数
(同13,261百万
円の内数)

文
部

科
学
省

AP継続

継続事業

6

Open―PE丁の開発 (放射線
医学総合研究所)

【放射線医学総合研究所】

生体内の分子の挙動と機能を観察する分子イメージング技術の1つであるPET診 断
装置について、世界初の機能を備えた装置を開発する。従来のPET診 断装置と比較
して10倍の高感度かつ10倍の速度(被ばく量1/10)で診断ができ、世界初の開放型
のPET診 断装置(Open―PET)を平成27年度までに開発する。更に、開放型の利点を
活かし、腫瘍の位置や性質の画像情報を取得、診断しながら、同時にX線、重粒子
線等による治療を行う、PETガ イド下がん治療の実現を平成30年度までに目指す。

123-H30

放射線医学総
合研究所運営
費交付金及び
施設整備費補
助金16,016百万
円の内数
(同13,261百万
円の内数)

文
部

科
学
省

AP継 続

継続事業

7

難病 ・がん等の疾患分野の

医療の実用化研究事業 (が
ん関係研究分野 )

【厚生労働科学研究費補助金
(難病・がん等の疾患分野の医
療の実用化研究事業(がん関
係研究分野))】

がんの早期発見のための診断方法の開発及び外科治療や放射線療法等の集学
的治療の実現に向けた臨床研究を実施する。また、難治性がんや希少がん等を中
心にGLP準拠の非臨床試験、国際水準の臨床研究・医師主導治験を推進する。さら
に特定のがん種において薬事承認を得た治療薬の適応拡大を目指した医師主導型
臨床試験を実施する。
平成29年度までに創薬を目指した治験(第二相からⅡ相前半)を10種類程度開始

する。

123-H29
7 , 5 8 8百万円

( 2 , 8 6 0百万円)

厚
生
労
働
省

AP継続

継続事業

がん超早期診断・治療機器
総合研究開発プロジェクト

微小がん(lcm)を早期に発見してがんの性状を正確に把握することにより、患者に
最適な治療を実現することを目的とした、診断から治療までの―連の流れにおける
各段階での研究開発により、一体的ながん対策に取り組む。
(1)画像診断システムの研究開発:がんの悪性度を識別できる分子プローブと、高
い感度と空間分解能を持つPET診断装置の試作・評価を行い、全身用PET診断装置
の空間分解能を2.5mm以下に向上させる。
(2)病理画像等認識技術の研究開発:蛍光ナノ粒子による100倍以上広視野・高感
度に分子レベルでがん性状の発現情報を取得するとともに、病理画像等のデータ
ベースの構築による定量的な病理診断支援システムを開発する。
(3)血液中のがん分子・遺伝子診断を実現するための技術・システムの研究開発:
末梢血循環腫瘍細胞(CttC)等がん由来細胞を検出し、その遺伝子変異及び遺伝子
発現異常を検出できるシステムを構築し、平成29年度からの販売を目指す。
(4)高精度X線治療機器の研究開発:臓器の動きに合わせて追尾照射し、健常組織
への被ばくを最小限に抑えた治療が可能な、小型で高精度X線治療装置の総合シス
テムを実現し、平成28年度には国内・海外での販売開始を目指す。

H22-H26
1 , 5 0 0百万円

(1 , 1 0 0百万円)

経
済
産
業
省

AP継続

継続事業
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次世代医薬品創出基盤 ～

個別化医療への対応～

【個別化医療に向けた次世代
医薬品創出基盤技術開発】

(1)IT創薬技術の開発
lT技術等を用いた疾患原因タンパク質の分析、結合の最適化、スクリーニング等の
技術を開発する。
(2)次世代抗体医薬等の安定生産技術
不安定な次世代バイオ医薬品を創出するために必要な高度な製造設備技術を開発
する。
(3)体内動態把握技術
薬剤の超微量解析法による体内動態把握技術を開発する。

H25-H29 3,100百万円

経
済
産
業
省

AP新規

新規事業

10

後天的ゲノム修飾のメカニ

ズムを活用した創薬基盤技
術開発

がんの革新的な予防・診断・治療法として後天的ゲノム修飾の迅速かつ高精度解
析技術を確立し、より高品質の医薬品開発手法を実現する。平成30年頃までに「後
天的ゲノム修飾の検出システム機器」や「解析データを基に創薬標的となる分子を推
定するソフトウェア」等の企業等における実用化を目指す。

H22-H26
4 0 0百万円

(5 0 0百万円)

経
済
産
業
省

AP継 続

継続事業

④うつ病、認知
症、発達障害等
の革新的な予防・

診断・治療法の
開発

精神・神経疾患の克服を目
指す脳科学研究 (脳科学研
究戦略推進プログラム等)

【①脳科学研究戦略推進プロ
グラム、②理化学研究所(1図科
学総合研究事業)】

精神・神経疾患(発達障害、うつ病、認知症等)について、遺伝子改変マウス開発技
術や世界最先端の神経回路解析技術等を活用し、疾患のメカニズムを解明するとと
もに、平成27年度までに発達障害の診断マーカー(画像等)、最適な治療法適用の
ために必要なうつ病等の分類に係る客観的指標、認知症に対する創薬候補物質の
臨床研究につなげていくこと等の、予防・早期診断、治療法の開発を行つて、精神・

神経疾患の臨床現場への応用を目指す。

H21-H27

①4,122百万円
②理化学研究
所運営費交付
金61,450百万円
の内数(同
61,450百万円の
内数)

文
部
科
学
省

AP継 続

継続事業

認知症の発症と進展に係る
マーカー及び画像による評
価指標の開発と、それに基
づく早期診断、根本的治療

薬の開発促進

【厚生労働科学研究費補助金
(認知症対策総合研究事業の
一部)】

アルツハイマー病の早期診断手法及び根本的治療薬の開発に向け、認知症の発
症と進展に係るマーカー及び画像による代理評価指標の開発及びその成果を踏ま
えた根本的治療薬の開発を実施する。開発した代理指標を用いたアルツハイマー病
の根本的治療薬の臨床症状発現前の臨床試験を平成32年までに開始する。

124-H32
1 0 0百万円

( 3 5百万円)

厚
生
労
働
省

AP継続

継続事業

13

うつ病や精神障害等の職業
性疾病を早期発見するため
の効果的な産業保健手法に

関する研究

【厚生労働科学研究費補助金
(労働安全衛生総合研究事業
の一部)】

メンタルヘルス上の理由により休業・退職する労働者がいる事業場割合の減少を
目的とし、平成27年度末までに、職場での過度のストレスを健康リスクとして捉えたリ
スクアセスメント手法等の確立及び普及を図る。また、研修プログラムや、労働者の
健康状態及び産業保健活動が労働生産性に及ぼす影響についての提言等をとりま
とめ、労働衛生施策推進に活用する。

H25-H27 32百万円

厚
生
労
働
省

AP新規

新規事業
‐
0
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・
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補
完

⑤再生医療の研
究開発

14

(1)再生医療実現拠点ネッ
トワークプログラム
(2)器官構築に向けた立体
組織形成のための基盤技術
開発プログラム

【①再生医療実現拠点ネット
ワークプログラム、②理化学研
究所(発生。再生科学総合研究
事業)】

(1)オールジャバン体制のもと戦略的に以下の幹細胞・再生医学研究を推進する。
(a)京都大学iPS細胞研究所を中心に、効率的により安全なiPS細胞樹立に資する基
盤研究を実施 (b)疾患・組織別に責任を持つて再生医療の実用化研究等を実施する
体制を構築することにより平成29年度までに6程度の細胞・組織について、目的細胞
への分化誘導法確立、分化細胞の安全性評価、移植技術の最適化等、臨床応用に
向けて必要な基盤技術の開発を行う。(c)関係省庁が研究開発を連続的に支援する
仕組み「再生医療の実現化ハイウェイ」を実施し、加齢黄斑変性治療では平成25年
度頃、角1莫再生治療、重症心不全治療、パーキンソン病に対する幹細胞移植治療で
は平成29年度頃までの臨床研究への移行を目指す。 (d)疾患特異的iPS細胞を用
いて疾患発症機構の解明、創薬研究や予防・治療法の開発等を推進し、平成28年
度までに疾患の発症機構の解明や、治療法の開発等を目指す。
(2)複数の細胞種で構築された組織や器官を移植する再生医療を目指し、iPs細胞
等の幹細胞から多様な立体器官を試験管内で産生する基盤技術体系の確立と、「形
とサイズの制御メカニズム」に焦点を当てた器官構築の発生力学研究をもとに器官
構築の動作原理を解明する。平成31年度までに高度な形態制御による移植技術ヘ
の応用につなげる。

H23-H34

①8,699百万円
②理化学研究
所運営費交付
金61,450百万円
の内数(同
61,450百万円の
内数)

文
部
科
学
省

AP継続

継続事業

再生医療実用化研究事業

【厚生労働科学研究費補助金
(再生医療実用化研究事業)】

(1)体性幹細胞を用いたヒト幹臨床研究:ヒト幹細胞を用いた再生医療について、臨
床研究段階にあり、かつ実用化に近い領域にあるものについて重点的に支援を実施
する。具体的には角1莫の再生はH24年度終了までに、歯槽骨、関節軟骨等の再生は
H25年度終了までに先進医療の承認等、実用化を目指す。
(2)ES、iPS細胞を用いたヒト幹臨床研究:ES、iPS細胞については、研究基盤の整備
を図りつつ、臨床研究を実施する段階に達したものから随時支援を開始し、支援開
始から4年以内の先進医療の承認等、実用化を目指す。(網1莫についてはH25年度
からを想定)。
(3)IPS細胞等を用いた創薬基盤研究:IPS細胞等を目的の細胞に分化・誘導させ、
安全性確認のための検査に用いたり、ワクチン・治療薬等を産生するための基盤技
術の開発を3年以内に行う。またiPS細胞を利用した創薬スクリーニング系の開発を
平成27年度までに実施する。

H23-H27
1 , 5 0 7百万円

(6 0 0百万円)

厚
生
労
働
省

AP継続

継続事業

難病・がん等の疾患分野の
医療の実用化研究事業(再
生医療関係研究分野)

【厚生労働科学研究費補助金
(難病・がん等の疾患分野の医
療の実用化研究事業(再生医
療関係研究分野))】

ヒト幹細胞を用いた再生医療研究における実験内容等の研究情報を共通のデータ
ベースに登録して研究機関の連携を図り、研究結果及び成果の効率的活用を行う体
制整備を前提とした全国の研究開発機関間におけるopen hnovaJonの環境構築を
行う。また、がん化や免疫拒絶等に対する安全性・品質確保に関する研究結果の分
析評価を行うと同時に、移植後の安全性・有効性を確認するための診断方法、診断
技術等の情報収集、分析評価を行う。
以上の研究開発支援体制を整備することにより、平成27年度までに、ヒトES・iPS細

胞等の多様性を有するヒト幹細胞の臨床応用に際しての安全性、品質確保のため
の技術、手順、精度管理等についてガイドラインを作成し、通知化を行い再生医療に
携わる研究者、医療関係者、行政等の各関係者が、科学的根拠に基づいた最新情
報の共有を図り、円滑な再生医療の実施において活用することを目指す。

H23-H27
2 , 6 2 4百万円

(9 1 0百万円)

厚
生
労
働
省

AP継続

継続事業



政策
課題

重点的取組
策
号

施
番

施策名
【事業名】

施策概要 実施期間

H25年度
概算要求額
(H24予算額)

府省名 施策情報

身
体

・
臓
器
機
能
の
代
替

・
補
完

⑤再生医療の研
究開発

農畜産資源を活用した医療
用新素材等の開発

【農林水産資源を活用した新需
要創出プロジェクトの一部】

農畜産物を利用したこれまでにない医療用新素材・医薬品を開発することで、新た
な産業・市場の創出を図るとともに、治療技術の高度化等、国民生活の質の向上に
貢献する。具体的には平成26年度までにカイコ絹糸を用いた小日径人工血管の安
全性・有効性評価、シルクスポンジを用いた軟骨再生材料の非臨床試験及び探索的
治験、コラーゲンビトリゲルを用いた創傷被覆材の非臨床試験を実施する。

122-H26

924百万円の内
数
(468百万円の
内数)

農
林
水
産
省

AP継続

継続事業

次世代機能代替技術研究
開発事業

(1)次世代再生医療技術研究開発:生体内で自己組織の再生を促すセルフリー型
再生デバイスや、少量の細胞により生体内で自律的に成熟する自律成熟型再生デ
バイスの実用化を推進するとともに、臨床試験の円滑な実施に向け、有効性・安全性
の評価技術等を確立し、平成26年度末には十分な前臨床試験データを蓄積する。
(2)次世代心機能代替治療技術研究開発:小柄な体格にも適用可能な小型の製品
で、血栓形成や感染を防ぎ、長期在宅使用が可能な植込み型補助人工心臓を開発
するとともに、臨床試験の円滑な実施に向け、有効性及び安全性を検証する。平成
32年には実用化を目指す。

H22-H26
550百万円

(550百万円)

経
済
産
業
省

AP継 続

継続事業

幹細胞実用化プロジェクト
((1)iPS細胞を用いた創薬
の実現(2)幹細胞を用いた
再生医療の実現)

【①幹肝細胞産業応用促進基
盤技術開発、②幹細胞実用化
に向けた評価基盤技術開発プ
ロジェクト】

(1)iPS細胞を用いた創薬の実現:平成25年度までにヒト由来のiPS細胞から作製さ
れた心筋細胞を用いて、医薬品の安全性を評価するための、創薬安全性評価システ
ム・装置を実現する。
(2)幹細胞を用いた再生医療の実現:平成27年度までに幹細胞の自動培養、凍結
保存、品質評価まで一体となつた装置を実現し、国際標準化(ISO等)を進める。

ЭH21-H2〔

②H23-H2ラ

①510百万円
(603百万円)
②935百万円
(1,100百万円)

経
済
産
業
省

AP継 続

継続事業

革
新
的
医
療
技
術
の
迅
速
な
提
供
及
び
安
全

性

・
有
効
性
の
確
保

⑥レギュラトリー

サイエンスの推
進による医薬品、
医療機器、再生
医療等の新たな
医療技術の開発

20

医薬品・医療機器等レギュ

ラトリーサイエンス総合研究

事業

【厚生労働科学研究費補助金
(医薬品。医療機器等レギュラ
トリーサイエンス総合研究事業
の一部)】

核酸医薬、ナノ技術応用DDS(高 分子ミセル製剤)、抗体医薬等の高度改変タンパ

ク性医薬、遺伝子治療薬、再生医療/細胞・組織加工製品について、安全性等に関
する新たな評価手法の開発・標準化、評価の考え方や評価基準を整備し、ガイドライ
ンとして平成29年度までに順次整備する。
医療機器については、数年先の実用化が見込まれる医療機器やその周辺技術に

関して、新規医療材料やIT・ロボット技術を用いた医療機器の評価試験法について
は、改良・改善が定期的に行われるという医療機器独自の特徴を踏まえつつ、その
評価技術要素毎に平成27年度までに順次確立させ、平成29年度までに」IS化及び国
際標準化も目指す。

H24-H29
2 , 3 6 8百万円

(3 0 0百万円)

厚
生
労
働
省

AP継 続

継続事業

医療機器等の開発・実用化
促進のためのガイドライン策
定事業

「実用化が見込まれる新規性の高い医療機器」や「新規性の高い医療機器以外の
医療機器で開発・審査段階での要望の高い医療機器」を対象に、工学的安定性や生
物学的安定性等に関する評価基準を開発ガイドラインとしてまとめ、医療機器開発
の効率化・迅速化を図り、実用化を促進する。平成25年度までに合計24件の開発ガ
イドラインを策定することを目標とする。

H23-H27
7 0百万円

(7 0百万円)

経
済
産
業
省

AP継 続

継続事業

ヽ
N



●

策
題

政
課 重点的取組

策
号

施
番

施策名
【事業名】 施策概要 実施期間

H25年度
概算要求額
(H24予算額)

府省名 施策情報

少

子
高
齢
化
社
会

に
お
け
る
生
活

の
質

の
向

上

⑦高齢者及び障
がい児・者の機
能代償・自立支
援技術の開発

脳の仕組みを活かしたイノ
ベーション創成型研究開発 真

ワーク型BMI技術を確立するc

H23-H26

600百万円
(703百万円)
及び情報通信
研究機構運営
費交付金の内
数

総
務
省

AP継 続

継続事業

BMI技術を用いた自立支
援、精神・ネ申経疾患等の克
月長に向けた研究開発 (1歯科
学研究戦略推進プログラム

H20-H29
9 0 0百万円

(6 2 1百万円)

文
部
科
学
省

AP継 続

継続事業

自立支援機器による認知症
者の生活を支援する方法の
開発に関する研究

【厚生労働科学研究費補助金
〔認知症対策総合研究事業の
一部)】

認知機能の低下した高齢者の在宅生活を支援するため、生活モニタリング技術お
よび異常関知アルゴリズムに関する最適な技術的要件に関する、汎用性の高い標
準的なシステム仕様を策定する。システムの有用性を検証の上で成果を広く公開し、
平成29年までに全国の自治体へ普及する。

H23-H29
2 0百万円

( 1 6百万円)

厚
生
労
働
省

AP継続

継続事業

先進的な機器を用いた介護
予防プログラムの開発と人
材育成

【厚生労働科学研究費補助金
(長寿科学総合研究事業の一

部)】

今後介護の対象者となることが予測される虚弱高齢者を対象とし、要介護状態を
予防するための「介護予防プログラム」を平成27年度までに開発する。「介護予防プ
ログラム」を民間事業者や市区町村が円滑に導入できるよう、平成32年度までに人
材育成・環境およびマニュアルの整備を行う。

H23-H32
5 0百万円

( 3 2百万円)

厚
生
労
働
省

AP継 続

継続事業

1図情報利用障害者自立支
援技術開発実現プロジェクト
(BMIによる意思伝達機器の
実用化)

【厚生労働科学研究費補助金
(障害者対策総合研究事業)】

H23-H33
6 1百万円

( 6 8百万円)

厚
生
労
働

省

AP継続

継続事業



政策
課題

重点的取組
策
号

施
番

施策名
【事業名】

施策概要 実施期間
H25年度

概算要求額
(H24予算額)

府省名 施策情報

少
子
高
齢
化
社
会

に
お
け
る
生
活

の
質

の
向

上

⑦高齢者及び障
がい児・者の機
能代償・自立支
援技術の開発

生活支援ロボット実用化プ
ロジェクト

人と物理的に近接して稼働する「生活支援ロボット」を国内外で実用化・製品化して
いく上での必要条件である国内安全基準・試験方法・試験体制の策定や安全に係る
国際標準の策定を目的とし、平成25年度までに生活支援ロボットに関する安全基
準、試験方法、国内認証スキームの構築、国際標準を策定することを目指す。

H21-H25
9 6 0百万円

(1 , 3 5 0百万円)

経
済
産
業
省

AP継続

継続事業

ロボット介護機器開発・導入
促進事業

高齢者の自立支援と介護実施者の負担軽減のための実践的介護ロボットの開発・

導入を加速し、2015年度を目途に、特定分野の介護ロボットの導入台数1,000～
5,000台を目指す。介護現場で負担軽減のニーズが強い、入浴、排泄、食事、移動、
移乗といった日常生活支援を行うロボットを開発対象とし、機能を絞り込む等による
安価な機器の開発を行う。

H25-H29 3,259百万円

経
済
産
業
省

AP新規

新規事業

③小児期に起因
する疾患の予防
と予後の改善等
に関する研究開
発

成育疾患克服等次世代育

成基盤研究事業

【厚生労働科学研究費補助金
(成育疾患克服等次世代育成
基盤研究事業の一部)】

妊娠中に母親から胎児に感染し、重篤な障害を引き起こす感染症について、対策
の強化を行う。具体的には国内の10数箇所の拠点病院のネットワークにより、産科と
小児科が連携して、奇形や重篤な障害を引き起こす母子感染の実態把握、検査及
び標準的治療法の開発を図る。また、遺伝子・細胞治療が可能な重篤な遺伝性疾患
(原発性免疫不全症等)に対する新生児スクリーニング法を開発し、スクリーニング
陽性者に対してはゲノム解析にて遺伝子診断を行うとともに、ゲノムコホートの基盤
整備を行う。個人の遺伝子変異情報に基づき最適な遺伝子Ⅲ細胞治療法の適応及
び時期を決め、遺伝子・細胞治療の開発を図る。これらにより、小児の障害の予防と
予後の改善の基盤整備等を図る。

H25-H27 300百 万円

厚
生
労
働
省

AP新規

新規事業

の 一部 の み AP

策
題

政
課 重点的取組

策
号

施
番

施策名
【事業名】

施策概要 実施期間
H25年度

概算要求額
(H24予算額)

府省名 胞策情報

が

ん
等
の
社
会
的

に
重
要

な
疾
患

の
予
防

、
改
善

及

び
治
癒
率

の
向
上

② がんの革新的
な予防・診断・治
療法の開発

30
医療用超電導加速器システ
ム研究開発

低コス ト小型医療用重粒子線治療装置に展開できる、高温超電導マグネッ ト
技術開発についてAP対 象とする。
粒子線がん治療装置等を小型化、低コスト化するために高温超電導マグネット関

連技術の開発を平成29年度までに行う。

H25-H29 3,700百万円

経
済
産
業
省

AP新規

新規事業

ヽ
ヽ


